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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年１１月７日（火） 午前９時５９分 開会 

                午後４時４４分 散会  

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 水谷   毅 副委員長 安 藤  薫   委  員 藤浦 雅彦 

  委  員 楢村 一臣 委  員 三好 俊範   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正  教育長 箸尾谷知也 

教育次長兼教育総務部長 北 野 人 士  同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

同課参事兼家庭児童相談室長 木 下 伸 記  同課長代理 湯 原 正 治 

総務課長 溝 口 哲 也  同課長代理 藤 原 英 昭 

生涯学習課長 柳 瀬 哲 宏 

  次世代育成部長 前 馬 晋 策  学校教育課長 野 本 憲 宏 

  同課参事 奥 野 友 紀 

こども教育課長 浅 田 明 典  

  教育支援課長 撰 田 裕 美  同課参事 大 﨑 貴 子  

  上下水道部長 山 口  猛  同部理事 石 川 裕 司 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局総括主査 香 山 叔 彦  

同局書記 渡 部 真 也 

 

１．審査案件（審査順） 

  認定第１号 平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第５号 平成２８年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第２号 平成２８年度摂津市水道事業会計決算認定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○水谷毅委員長 ただいまから文教上下

水道常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 １０月は雨が多くございましたけれど

も、１１月になって今度は朝晩めっきり冷

え込みが厳しくなってきたようでござい

ますが、そんな中、本日は文教上下水道常

任委員会をお持ちいただきまして大変あ

りがとうございます。 

 本日は、平成２８年度の決算について、

文教上下水道常任委員会所管分のご審査

を賜るわけでございますが、何とぞ慎重審

査の上、ご認定いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○水谷毅委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、楢村委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおりに行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。補

足説明を求めます。 

 北野教育次長。 

○北野教育次長 おはようございます。 

 それでは、認定第１号、平成２８年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、教育総

務部が所管しております事項につきまし

て、目を追って、その主なものについて補

足説明をさせていただきます。 

 まず歳入でございます。３０ページ、款

１２分担金及び負担金、項１負担金、目１

民生費負担金は、通所給付費負担金などで

ございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料は、市立児童

発達支援センター用地使用料でございま

す。 

 ３２ページから３４ページ、目６教育使

用料は、学校施設等使用料、学童保育室保

育料、公民館使用料などでございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、通所

支援等負担金、児童手当負担金、児童扶養

手当負担金などでございます。 

 ３８ページから４０ページ、項２国庫補

助金、目２民生費国庫補助金は、児童虐待

防止対策支援事業補助金、ひとり親家庭自

立支援給付金事業補助金でございます。 

 ４０ページ、目５教育費国庫補助金は、

三宅柳田小学校多目的ホールの天井改修

工事に係る学校施設環境改善交付金など

でございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、通所支援等

負担金、児童手当負担金などでございます。 

 ４４ページから４６ページ、項２府補助

金、目２民生費府補助金は、大阪府新子育

て支援交付金、子ども及びひとり親家庭医

療費補助金などでございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金は、わ

くわく広場などに対する教育コミュニテ

ィづくり推進事業費補助金でございます。 

 ５０ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、子育て支援課に係る一般寄

附金でございます。 
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 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目１奨学資金貸付金元金収入は、

奨学資金貸付金償還金でございます。 

 ５４ページから６２ページ、項４雑入、

目２雑入は、市史売却収入、学校給食費負

担金、ひとり親家庭及び子ども医療費返還

金、チャレンジャークラブ参加負担金など

でございます。 

 次に、歳出でございますが、まず民生費

についてご説明いたします。 

 １２４ページから１２８ページ、款３民

生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務

費は、市立児童センター及び市立児童発達

支援センターの運営委託料、つどいの広場

に対する地域子育て支援拠点事業補助金、

児童発達支援事業等に係る通所給付費な

どでございます。 

 １２８ページ、目２児童措置費は、児童

手当及び児童扶養手当の扶助費などでご

ざいます。 

 １２８ページから１３０ページ、目３児

童福祉施設費は、市立保育所の管理運営に

係る経費で、給食に係る賄材料費、維持管

理に必要な修繕料、委託料などでございま

す。 

 １３０ページ、目４ひとり親家庭福祉費

は、ひとり親家庭の自立支援に係る経費で

ございます。 

 同ページから１３２ページ、目５子ども

医療助成費は、子どもに対する医療費助成

に要した経費でございます。 

 １３２ページ、目６ひとり親家庭医療助

成費は、ひとり親家庭に対する医療費助成

に要した経費でございます。 

 次に、教育費に移らせていただきます。 

 １８０ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目１教育委員会費は、教育委員に係

る経費でございます。 

 同ページから１８４ページ、目２事務局

費は、教育委員会事務局の運営全般に係る

経費で、校務補助嘱託員の賃金、個人登録

されている小学校・幼稚園の受付員の報償

金、通学路の安全対策のための交通専従員

業務委託料、団体登録をされている小学

校・幼稚園の受付員の委託料、私立高等学

校等学習支援金などでございます。 

 １８８ページから１９２ページ、項２小

学校費、目１学校管理費は、小学校１０校

の学校運営のための消耗品費、光熱水費、

備品購入費などの経費、施設の維持管理の

ための委託点検経費、また施設や設備の維

持補修のための経費などでございます。 

 １９２ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入費、要保護及び準要保護児童

に対する扶助費などでございます。 

 同ページから１９４ページ、目３保健衛

生費は、学校医等に対する報酬、児童・教

職員に対する各種健康診断委託料、学校管

理下における児童の災害に対応するため

の、日本スポーツ振興センター負担金、要

保護及び準要保護児童に対する医療費扶

助などでございます。 

 １９４ページ、目４学校給食費は、非常

勤の給食調理員の賃金、給食の賄材料費、

給食調理業務に係る委託料、準要保護児童

に対する給食費扶助などでございます。 

 目５支援学級費は、小学校の支援学級の

運営経費でございます。目６建設事業費は、

摂津小学校校舎増改築工事に係る基本設

計委託料及び実施設計委託料でございま

す。 

 同ページから１９６ページ、項３中学校

費、目１学校管理費は、中学校５校の管理

運営のための消耗品費、光熱水費、備品購

入費などの経費、施設の維持管理のための

委託点検経費、また施設や設備の維持補修
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のための経費などでございます。 

 １９８ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入費や要保護及び準要保護生

徒に対する扶助費などでございます。 

目３保健衛生費は、学校医等に対する報酬、

生徒・教職員に対する各種健康診断委託料、

日本スポーツ振興センター負担金などで

ございます。 

 同ページから２００ページ、目４学校給

食費は、中学校給食に係る経費でございま

す。 

 ２００ページ、目５支援学級費は、中学

校の支援学級の運営経費でございます。 

 同ページから２０２ページ、項４幼稚園

費、目１幼稚園管理費は、幼稚園３園の施

設維持管理などに係る修繕料、保守点検費

などでございます。 

 ２０２ページから２０４ページ、項５社

会教育費、目１社会教育総務費は、社会教

育委員、市史編さん委員及び嘱託員の報酬

や市史編さん史料撮影等業務委託料など、

社会教育の一般事務に係る経費でござい

ます。 

 ２０６ページから２０８ページ、目２青

少年対策費は、青少年指導員の報酬、こど

もフェスティバル、学童保育室及び放課後

子ども教室の運営に係る経費などでござ

います。 

 ２０８ページ、目３公民教育費は、せっ

つ生涯学習大学や生涯学習フェスティバ

ルに係る経費などでございます。 

 同ページから２１０ページ、目４公民館

費は、公民館の管理運営のための嘱託員報

酬、消耗品費、光熱水費、備品購入費など

の経費、施設や設備の維持補修のための経

費、千里丘公民館敷地整備工事費などでご

ざいます。 

 ２１０ページ、目５文化財保護費は、文

化財保護審議会委員報酬などでございま

す。 

 同ページ、項６図書館費、目１図書館総

務費は、摂津市民図書館等協議会委員報酬

などでございます。 

 同ページから２１２ページ、目２図書館

管理費は、市民図書館及び鳥飼図書センタ

ーの管理運営に係る経費でございます。 

 以上、教育総務部の所管いたします平成

２８年度一般会計歳入歳出決算内容の補

足説明とさせていただきます。 

○水谷毅委員長 前馬次世代育成部長。 

○前馬次世代育成部長 おはようござい

ます。 

 平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出

決算のうち、次世代育成部が所管しており

ます事項につきまして、決算書に従い、そ

の主なものについて補足説明させていた

だきます。 

 まず歳入でございますが、決算書の３０

ページをお開きください。款１２分担金及

び負担金、項１負担金、目１民生費負担金、

節２児童福祉費負担金は、認可保育所保育

料でございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料、節１児童福

祉施設使用料は、市内保育所敷地内の関西

電力電柱及び支線の用地占用料及び子育

て総合支援センター遊戯室使用料でござ

います。 

 ３４ページ、目６教育使用料、節４幼稚

園保育料は、市立幼稚園保育料でございま

す。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金、節２児

童福祉費負担金は、民間保育所等の運営に

対する教育・保育給付費負担金でございま

す。 
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 ３８ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金、節２児童福祉費補助金は、

延長保育事業や一時預かり事業等に対す

る子ども・子育て支援交付金、民間保育所

が行う保育士宿舎借上げ事業等に対する

保育対策総合支援事業費補助金などでご

ざいます。 

 ４０ページ、目５教育費国庫補助金、節

３幼稚園就園奨励費補助金は、私立幼稚園

在園児の保護者に対する補助金、制度改正

に伴う就園奨励費システム改修補助金で

ございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金、節２児童福祉

費負担金は、民間保育所等の運営に対する

教育・保育給付費負担金でございます。 

 ４４ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金、節４児童福祉費補助金は、延長

保育事業や一時預かり事業等に対する子

ども・子育て支援交付金でございます。 

 ４６ページ、節１０権限移譲交付金は、

認可外保育施設に関する事務に対する交

付金でございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金、節１

スクールガード・リーダー配置事業補助金

は、小学校の通学路の安全指導を行うスク

ールガード・リーダー配置に対する補助金、

節３スクール・エンパワーメント推進事業

費補助金は、学力向上のための学習サポー

ター派遣に対する補助金でございます。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入、節１土地建

物貸付収入は、民間保育所に対しての建物

貸付によるものでございます。 

 ６２ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入、節１雑収入は、こども教育課分

として、保育所職員等給食費負担金、保育

所に係る児童主食費負担金、市立幼稚園預

り保育利用料などでございます。 

 続きまして、歳出に移らせていただきま

す。決算書１２４ページをお開きください。 

 １２４ページからの款３民生費、項２児

童福祉費、目１児童福祉総務費の主なもの

は、子ども・子育て会議委員報酬、児童福

祉施設整備費補助金、民間保育所等に対す

る教育・保育給付費負担金などでございま

す。 

 １２８ページからの目３児童福祉施設

費の主なものは、市立保育所の施設管理運

営に係る経費、子育て総合支援センター遊

戯室開放委託料などでございます。 

 １８２ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目２事務局費は、障害児介助員や障

害児等支援員の賃金などでございます。 

 １８４ページからの目３教育センター

費の主なものは、進路相談に対応する教育

指導嘱託員の報酬、適応指導教室の支援を

行う教育支援嘱託員、不登校や教育相談に

対応する心理相談員及び発達検査を実施

する心理判定員の賃金、不登校傾向にある

児童・生徒への支援を行うさわやかフレン

ドの報償費、教育センターの維持管理に伴

う光熱水費や委託料などでございます。 

 １８６ページからの目４教育指導費の

主なものは、経験の浅い教職員の巡回指導

を行う学校教育相談員に対する教育指導

嘱託員報酬、小・中学校に配置いたしてお

ります読書サポーターや学級補助員の賃

金、学習サポーターや外国語活動支援員の

報償費、小学２年生から６年生を対象に実

施いたしております学力定着度調査や国

際理解教育のための小・中学校の英語指導

助手派遣、特別支援教育推進のための巡回

相談や研修の委託料、教育関係団体校内研

修推進に対する補助金などでございます。 

 １８８ページ、目５教育推進費の主なも
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のは、中国帰国子女等への日本語指導や土

曜つながり推進事業における指導員の配

置に要する報償費などでございます。 

 同ページ、目６人権教育指導費の主なも

のは、教員を対象とした人権教育研修会の

講師への報償金などでございます。 

 同ページからの項２小学校費、目１学校

管理費及び１９４ページからの項３中学

校費、目１学校管理費は、小学校に整備い

たしましたタブレット型パソコン、中学校

に整備いたしましたプロジェクター等の

器具費、校務用パソコンの保守委託料など

でございます。 

 ２００ページからの項４幼稚園費、目１

幼稚園管理費は、市立幼稚園及びべふこど

も園の管理運営に係る経費などでござい

ます。 

 ２０２ページの、目２教育振興費は、私

立幼稚園保護者に対する就園奨励費補助

金及び園児保護者補助金でございます。 

 以上、次世代育成部の所管いたします、

平成２８年度一般会計歳入歳出決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○水谷毅委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 皆さん、おはようござい

ます。 

それでは、質問は課ごとに、順番に質問

させていただきたいと思います。 

 １回目、６課とも質問させてもらいます

けども、順番につきましては、教育総務部、

次世代育成部の順番で、総務課、子育て支

援課、生涯学習課の順、学校教育課、こど

も教育課、教育支援課の順で質問させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 まず総務課の分ですけども、決算概要１

４４ページ、小学校管理運営事業で、その

中の５番目、手数料の内容についてお聞か

せください。 

 それで、その４つ下、土地借上料につい

て、どこの土地をお借りしているのかを教

えてください。 

 その下の小学校施設運営事業で、こちら

も５番目ですね、手数料がありますので、

内容についてお聞かせください。 

 小学校施設運営事業の下から２番目、特

殊建築物定期調査委託料、こちらは中学校

のほうもあると思いますけども、内容につ

いてお聞かせください。 

 次に、決算概要１４６ページ、小学校施

設改修事業の３番目、小学校屋内運動場改

修工事監理委託料と、小学校屋内運動場改

修工事について、平成２８年度から繰り越

した理由についてお聞かせ願います。 

 次に、目２教育振興費に移りまして、小

学校理科教育等設備整備事業の小学校器

具費で購入した内容についてお聞かせく

ださい。あと、理科教育等設備整備費補助

金対象備品の内容についてもお聞かせ願

います。 

 続いて、目３保健衛生費のほうに移りま

して、小学校保健事業、真ん中から下に日

本スポーツ振興センター負担金、こちらは

中学校のほうにもありますけども、どうい

った負担金であって、どういった算式で負

担金の額が決められているのか教えてく

ださい。 

 次に、小学校検診事業のほうに移りまし

て、小中学校結核対策委員会委員報酬につ

いてですけども、委員のメンバー構成と、

どういったときに委員会が開催されるの

か教えてください。 

 その一番下に教職員健康管理委託料、こ

ちらも中学校のほうにもあると思うんで

すけども、年度当初から予定されていた委
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託料なのか教えてください。 

 次に、目４学校給食費に移りまして、小

学校給食援助事業、決算額が約４，５９９

万円ですけれども、平成２７年度の決算額

に比べて３６０万円ほど少なくなってい

ますけども、その内容についてお聞かせく

ださい。 

 続いて、１４８ページ、小学校給食事業

の小学校給食調理業務等委託料がありま

すけども、現在委託されている小学校がど

こであるかと、今後の委託化について、ど

のようにお考えなのかお聞かせください。 

 次に、その下の給食調理場備品更新事業

についてですけども、給食調理場備品の更

新内容についてお願いします。 

 目５支援学級費に移りまして、小学校支

援学級運営事業、こちらは中学校のほうに

もありますけども、小学校器具費、備品の

内容についてお聞かせください。 

 続いて、目６建設事業費のほうにいきま

して、小学校校舎整備事業（新規）とあり

ますけども、摂津小学校校舎の増改築の内

容について教えてください。 

 次に、項３中学校費、目１学校管理費の

ほうにいきまして、中学校管理運営事業で、

小学校のほうのときにもお聞きしました

けども、下から３つ目の土地借上料、どこ

の土地をお借りしているのかお教えくだ

さい。それと２つ下、中学校器具費につい

て、買われた備品内容について教えてくだ

さい。 

 次に、中学校施設運営事業、上から２つ

目の燃料費なんですけども、平成２７年度

と平成２８年度の決算額を見ていても、そ

んなに決算額が上がってないというよう

に思っているんですけども、その割には平

成２７年度、平成２８年度と予算があるの

で、そのあたりの内容についてお願いしま

す。 

 次に、決算概要１５０ページに移りまし

て、中学校施設運営事業の続きで、上から

４つ目ですね、学校管理委託料１，６００

万円ぐらいの決算額がありますけども、そ

の内容についてお聞かせください。 

 下から２番目、中学校排水設備工事、こ

の工事については、年度当初から予定され

ていた工事であったのかどうかお教えく

ださい。 

 次に、目２教育振興費に移りまして、中

学校理科教育等設備整備事業の中学校器

具費の内容についてお教えください。 

 目３保健衛生費に移りまして、中学校生

徒医療費助成事業についてですけども、要

保護及び準要保護生徒医療費については、

決算額が平成２７年度決算に比べて４０

万円ほど少なくなっていますので、その内

容についてお聞かせください。 

 １５２ページに移りまして、中学校給食

事業の一番下、過年度還付金で４７万８，

４００円が上がっているんですけども、そ

の内容についてお聞かせください。 

 次に、項４幼稚園費、目１幼稚園管理費

に移りまして、幼稚園施設運営事業ですね、

上から２つ目の修繕料なんですけども、平

成２７年度の決算額から見て、予算を少な

くしたと思うんですけども、決算額を見て

いると足りなかったような感じがしまし

たので、その辺についてお聞かせください。 

 その下の園庭整備委託料についてなん

ですけども、予算現額から見ると修繕料に

流用しているような感じに見えるんです

けども、その園庭整備委託料のもともとの

予算は幾らあったのか、お教えください。 

 次に、１５４ページ、項５社会教育費の

目１社会教育総務費、摂津市史編さん事業

についてですが、嘱託員、市史編さん委員、
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非常勤職員等のそれぞれの人数と、業務内

容についてお聞かせください。 

 それと、保険料の決算額がゼロになって

いますけども、その内容についてお聞かせ

ください。 

 それとその下、市史編さん史料撮影等業

務委託料の決算額が約１６０万円ありま

すけども、その内容についてお聞かせくだ

さい。 

 それと、１５６ページの目２青少年対策

費についてですけども、学童保育施設維持

管理事業の修繕料が上がっていますけど

も、修繕内容についてお聞かせいただけま

すでしょうか。 

 総務課についての質問は以上です。 

 続きまして、子育て支援課についての質

問ですけども、決算概要８６ページ、一番

上の地域子育て支援運営事業についてで

すけども、まず地域子育て支援嘱託員賃金

の決算額が、平成２７年度は約７００万円

に対して今回は約９５０万円となってい

ることについてお聞かせください。 

 そして、システム保守委託料の内容につ

いてお聞かせください。 

 ３つ下の地域子育て支援拠点器具費の

購入内容についても説明をお願いします。 

 次に、家庭児童相談室運営事業ですけど

も、家庭児童相談システム機器更新委託料

と家庭児童相談システム保守委託料の内

容についてお聞かせ願います。 

 次に、その下の自動車借上料及び通行料

等について、どういったケースに発生する

のかをお聞かせください。 

 それと、事務報告書も並行しますけども、

事務報告書３１５ページの（３）家庭児童

相談室における相談人数等ということで、

①児童虐待に関する人数等というのがあ

るんですけども、その新規通告受理の横に

再受付があるんですが、再受付の人数が、

平成２７年度では３人となっていたのが、

平成２８年度では５４人となっているの

で、どういったことなのか説明をお願いし

ます。 

 決算概要８６ページに戻りまして、子育

て支援短期利用事業についてですけども、

平成２７年度の決算額が２４万円ぐらい

に対して、平成２８年度の決算額が７万６

００円となっているのは、内容についてお

願いします。 

 その下、ファミリーサポートセンター運

営事業についてですけども、ひとり親家庭

等利用補助金、予算１０万５，０００円に

対して決算額のほうがゼロ円となってい

ますので、どういった内容かお教えくださ

い。 

 ３つ下、市立児童センター運営事業の一

番下の児童センター器具費の購入内容に

ついてお願いします。  

 事務報告書３１６ページ、児童センター

運営事業で、利用状況がありますけども、

平成２７年度及び平成２８年度を見ても、

４月は抜けて多くなっていますので、理由

があればお教えください。 

 決算概要に戻りまして、市立児童発達支

援センター運営事業の児童発達支援セン

ター器具費、１９５万円ほどの決算額が上

がっていますけども、内容についてお教え

ください。 

 決算概要は８８ページ、真ん中で児童手

当給付事業と、児童扶養手当給付事業とあ

りますけども、事務報告書の３１８ページ

に、児童手当支給状況、児童扶養手当支給

状況とありますけども、随時支払と定時支

払となっておりまして、随時支払というの

は、どういった場合に支払われるものなの

かお教えください。 
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 次に、決算概要９０ページにいきまして、

ひとり親家庭福祉費で、真ん中より下です

けども、ひとり親家庭自立支援給付金事業

で、２番目にひとり親家庭高等職業訓練促

進給付金というのがありますけども、平成

２７年度決算に比べて約倍ぐらいの決算

額になっていますので、その内容について

お教えください。 

 その次、子ども医療費助成についてです

けども、下から２つ目にシステム改修委託

料がありますけども、これは逆に決算額が

約半分ぐらいになっていますので、その理

由についてお聞かせください。 

 決算概要の９２ページ、一番上にひとり

親家庭医療費助成事業というのがあるん

ですけども、事務報告書の３２３ページの

右上、ひとり親家庭等医療費助成状況につ

いて、医療費助成対象者の人数をずっと見

ていっているんですけども、平成２７年度

も平成２８年度も１１月のところで対象

者の人数が減っているんです。その内容に

ついて、何かあるのであればお教えくださ

い。 

 次に、決算概要１３６ページの一番下で

すね、小中学校通学区事業で、委員報酬が

あると思うんですけども、決算額は上がっ

てないんですけども、どういったメンバー

構成で、どういったときに開かれるのかお

教えください。 

 次ページの一番上ですね、交通専従員業

務委託料というのがありますけども、事務

報告書の３２３ページですね、１９か所に

専従員がいているということだと思うん

ですけども、その１９か所については、ど

ういった基準で決められたのかお教えい

ただけますでしょうか。 

 子育て支援課の質問は以上です。 

 次に、生涯学習課ですけども、決算概要

１５４ページ、左下の学校体育施設開放事

業についてですけども、学校体育施設開放

事業委託料の内容についてお聞かせくだ

さい。 

 それとその下、過誤納還付金が４，２０

０円上がっていますけども、その内容につ

いてもお聞かせください。 

 その下、一般事務事業、社会教育委員報

酬がありますけども、社会教育委員のメン

バー構成について、メンバー構成について

お教えください。 

 決算概要の１５６ページ、青少年対策費

の真ん中から下、こどもフェスティバル運

営委託料がありますけども、運営委託の内

容についてお教えください。 

 その下、成人祭開催事業がありまして、

印刷製本費上がっていますけども、恐らく

成人祭の案内を送っていると思いますけ

ども、送っているのは市内居住者のみかど

うかお教えください。 

 それと、成人祭について、ここ数年の参

加者の状況と、参加された方の中で、中学

校区によってばらつきがあるのかどうか

お教えください。 

 その下の青少年リーダー養成事業につ

いてですけども、こちらについても、運営

委託の内容についてお教えください。 

 次に、決算概要の１５８ページ、青少年

指導事業とありまして、事務報告書の３３

１ページに、校区別青少年指導員数が載っ

ていまして、合計５１人で、平成２７年度

を見ると４９人、平成２８年度で２人ふえ

たわけですけども、校区によっての指導員

の定員とかがあるのかどうか、お教えくだ

さい。それと、指導員の業務内容について

もお願いします。 

 それで、決算概要の１５８ページに戻り

まして、目３公民教育費、生涯学習フェス
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ティバル開催事業についても、運営委託の

内容についてお願いします。 

 それと、その下の生涯学習フェスティバ

ル用器具借上料について、決算額が１９万

９，８００円と出ていますけども、平成２

７年度決算に比べて、借上料の決算額が倍

ぐらいになっていますので、その内容につ

いてもお願いします。 

 その３つ下、家庭教育学級事業の運営委

託についても、内容をお願いします。 

 その下、せっつ生涯学習大学事業につい

てですけども、事務報告３３２ページの真

ん中から、せっつ生涯学習大学事業で（１）

（２）（３）とありますけども、（２）がわ

からないんで、（２）の受講者１０名とい

うことと、（３）の受講者７名というとこ

ろについて、どういう意味なのかお教えく

ださい。 

 公民館費に移りまして、公民館まつり事

業についてですけども、事務報告書の３３

３ページに、各公民館まつりの期間、参加

人数書かれていまして、ある程度その館に

よって開催時期というのは決まっている

かとは思うんですけども、昔からずっと館

ごとにこの時期であったのか、また市民な

どから時期の変更などの要望がなかった

のか、お教えください。 

 公民館講座開催事業についてですけど

も、講座の中身については、事務報告書の

３３３ページから３３８ページまでずら

っと中身について書いているんですけど

も、この３００万円ほどの報償金の講師は

何人いたのか教えてください。 

 次に、公民館管理事業、決算概要の１５

８ページ、公民館管理事業の下から２番目、

公民館器具費の内容についてお願いしま

す。 

 次に、一番下の公民館運営事業について

なんですけども、一番下、公民館運営審議

会委員のメンバー構成についてお願いし

ます。 

 決算概要の１６０ページ、公民館運営事

業の続きですけども、社会教育指導員嘱託

員報酬、臨時職員賃金、社会教育指導嘱託

員賃金とあるんですけども、平成２７年度

を見ていたら、これがもうまとめて社会教

育指導嘱託員であったかと思うんですけ

ども、今回平成２８年度でそういうような

形で分けられた過程と、人員的なことにつ

いて、変わっているのかどうかも含めて、

お教えいただけますでしょうか。 

 下から３つ目の図書購入費なんですけ

ども、平成２７年度決算では７００万円近

くの決算額が上がっていたんですけども、

平成２８年度は約６７万２，０００円と、

数字に開きがありますので、その内容につ

いてお聞かせください。 

 その下にいきまして、公民館施設改修事

業についてですけども、千里丘公民館耐震

補強等工事、恐らく平成２７年度から４，

０００万円ほど繰り越してますんで、その

分の決算となっていると思うんですけど

も、繰り越されたこの３，８８９万円ほど

の決算の内容ですね、どういった内容での

繰り越された内容だと思うんですけども、

どういった内容なのかお教えください。 

 続いて、目５文化財保護費のほうに移り

まして、文化財保護事業の文化財保護審議

会委員報酬なんですけども、平成２７年度、

平成２８年度には決算額が上がってない

んですけども、この審議会の委員のメンバ

ー構成と、どういった場合に開かれるのか

をお聞きしたいのと、平成２６年以前に開

かれたのであれば、どういった内容で開か

れたのかお教えください。 

 一番下の、文化財保存等事業補助金につ
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いてですけども、こちらも平成２７年度、

平成２８年度と見ていましても、執行率が

ゼロパーセントになっていますので、この

補助金については、どういった場合に補助

金が支払われるのかについて教えてくだ

さい。 

 図書館総務費のほうに移りまして、協議

会の委員がいていると思うんですけども、

事務報告書の３４１ページにも、会議等開

催状況が載っていますけども、こちらのほ

うも、１０名のメンバー構成がどういった

形になっているのかお教えください。 

 最後に、図書館管理費のほうに移りまし

て図書館管理委託料（指定管理料）のほう

が９，８００万円であって、この図書館の

指定管理については、何年から何年までの

指定管理なのか、平成２７年度決算額が９，

５５５万６，３４４円という数字で、今回

は９，８００万円で、その辺あたりについ

てもお教えください。 

 生涯学習課については以上です。 

 次に、学校教育課のほうに移りまして、

決算概要の１４０ページ、事務報告書の３

４９ページに、一番上に国際理解教育推進

事業で、社会人講師派遣とありますけども、

社会人講師を派遣するまでの流れについ

てお聞かせください。 

 それと、決算概要で英語指導助手派遣業

務委託料とありますけども、英語指導助手

については、何人いているのかお教えくだ

さい。 

 その委託料についてですね、前年度の決

算額より３００万円ほどふえていますけ

ども、その内容についてもお教えください。 

 続いてその下、学校部活動等助成事業に

ついてですけども、事務報告書では３５０

ページ、（１）の中学校部活動指導者派遣

について、第四中学校がゼロ回なんですけ

ども、これは学校側からの要請とかに基づ

くものなのかどうか、お教えください。 

 中学校部活動助成金についてですけど

も、その部活に入っている人数というのは、

学校ごとに違うと思うんですけども、この

支払われている助成金の助成金額の算出

方法について、お教えください。 

 次に、教育指導研修事業についてですが、

３つ目ですね、自転車交通安全教室開催委

託料について決算額４０万円、前年度８０

万円に対して今回４０万円になっている

のは、開催数に違いがあったのかどうか、

お聞かせいただけますでしょうか。 

 その４つ下と５つ下で小中学校校長会

負担金と小中学校教頭会負担金について

ですけれども、平成２７年度決算を見てみ

ると、その内容について上がっていなかっ

たので、そのあたりについてもお願いしま

す。 

 ３つ下、学校読書活動推進事業について

ですけれども、事務報告書３５１ページ、

各小学校１人ずつ配置しているという形

になっているのですが、休んだ場合などの

予備人員についてはどうかということを

お願いします。 

 その下、小中一貫教育推進事業のジュニ

アハートプログラム委託の内容について

もお願いします。 

 決算概要の１４２ページ、左上のスクー

ルソーシャルワーカー等活用事業の賃金

についてですけれども、平成２７年度から

比べてみますと結構ふえていますので、そ

の内容についてもお願いします。 

 事務報告書の３５３ページの真ん中に

スクールソーシャルワーカー等活用事業

で、派遣回数と内容について記載されてい

ますけれども、派遣回数のところで週２日

勤務とあって、内容のところを見ると、平
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成２８年度より３名のスクールソーシャ

ルワーカーを非常勤職員として週４日８

時間勤務としというように書いてあるん

ですけれども、その辺についてはどういう

ことなのか、お教えください。 

 次に、決算概要に戻りますけども、３つ

下の学力向上支援事業の報償金について

ですが、平成２７年度決算に比べて倍とは

いかないまでも、決算額が大きくふえてい

ますので、その内容についてお聞かせくだ

さい。 

 その３つ下、学力向上推進事業について、

学習プリント活用補助員賃金があります

けれども、平成２７年度が鳥飼小学校と、

味舌小学校の２校で平成２８年度につい

ては三宅柳田小学校が加わって３校にな

っています。その２校から３校にふやした

理由と他校についてはどうなのかという

のをお聞かせください。 

 下から２つ目の学力定着度調査委託料

についてですけれども、こちらについても

委託内容についてお聞かせください。 

 その下です。いじめ問題防止対策推進事

業についてですが、こちらについても対策

委員会委員について委員構成とどういっ

た場合に委員会を開催するのか教えてく

ださい。 

 その下です。校内研修推進事業（新規）

とありますけれども、研修の内容とどうい

った形で支払われる補助金なのか教えて

ください。 

 その下にも防災教育推進事業（新規）と

いうことで、視察に行かれていると思うの

ですけれども、視察に行った学校名、その

学校を選んだ理由、内容についてお教えい

ただけますでしょうか。 

 事務報告書３５５ページですけれども、

下から２つ目に教職員人権問題研修事業

というのが載っていますが、平成２８年度

の研修を見ると、ともに２月です。平成２

７年度を見てみますと、研修が２月と３月

となっていますが、開催時期についてこの

時期に決められているのかどうか、お教え

ください。 

 決算概要の１４６ページ、上から２つ目、

小学校教育用コンピューター事業で１５

０ページに中学校教育用コンピューター

事業というのが載っていまして、小学校パ

ソコン保守委託料について、どちらも平成

２７年度決算に比べてふえていますので、

その辺の内容についてお聞かせください。 

 それと、小学校器具費、１５０ページに

も中学校器具費が載っていますけれども、

その購入内容についてお教えください。 

 決算概要の１５０ページに移りまして、

さっき言いましたように、中学校教育用コ

ンピューター事業がありますが、そのシス

テム導入の委託料の内容についてお教え

ください。 

 学校教育課については以上です。 

 次に、こども教育課ですが、ここだけ歳

入のことに触れたいのですが、決算書３６

ページ、１４国庫支出金、項１国庫負担金、

目１民生費、国庫負担金の節２児童福祉費

負担金の教育保育給付費負担金について、

７億２，４００万円上がっているのですが、

その算出が１４億４，９００万円の２分の

１でということですが、決算概要８８ペー

ジの民間保育所等入所承諾事業の一番下、

教育保育給付費負担金というので、決算が

１７億７９０万円上がっていまして、歳入

の対象となる１４億４,９００万円という

のと決算の１７億７９０万円というよう

にある、この差についてはどういった内容

なのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 歳出のほうにいきまして、引き続き、決
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算概要の８８ページ、３つ目、民間保育所

運営費補助金、こちらは恐らく負担金から

の割合で補助金が出ているものかなとい

うようには思うのですが、その何％である

のか、内容についてもお聞かせください。 

 その２つ下、業務効率化推進事業費補助

金１，１３０万円の分について、内容につ

いてお願いいたします。 

 先ほども言いましたけれども、教育保育

給付費負担金１７億７９０万円あるので

すが、平成２７年度決算から見ると、１億

円ほどふえていますので、ふえた要因につ

いてお願いいたします。 

 その下です。子ども・子育て支援事業に

ついて子ども・子育て会議委員報酬があり

ますけれども、その委員の人数、メンバー

構成、会議開催回数などについてお教えく

ださい。 

 その下、民間保育所等施設整備補助事業

の民間保育所等設置運営事業者選定委員

会委員報酬とあるのですが、平成２７年度

を見ていますと、平成２７年度にはその下

の保育所等入所事務事業の中に、保育所民

営化に係る事業者選定委員報酬というの

が平成２７年度には載っていたのですが、

その部分と今回の選定委員会の委員報酬

というのは別種類のものなのかどうなの

かお教えください。 

 保育所等入所事務事業についてですけ

れども、コンビニ収納代行業務委託料があ

りますけれども、何年度から始められたの

かと、その下、電話催告等業務委託料につ

いては、催告業務については、どこでして

もらっているのかと、どういった内容のこ

とを言ってもらっているのかということ

をお教えください。 

 一番下の児童福祉施設費に移りまして、

一番下の保育所管理運営事業の９０ペー

ジに行きまして、真ん中より下のほうにデ

マンド監視装置借上料というのがあるの

ですけれども、デマンド監視装置というの

がわからないので、教えてください。 

 一番下に、過年度還付金４８０円という

のがありますけれども、その内容について

もお教えください。 

 続いて、決算概要１５２ページに移りま

して、幼稚園管理費、目幼稚園管理費の幼

稚園管理運営事業に真ん中より下のほう

に自動車借上料及び通行料等で１，２００

万円ほどの決算があるのですが、１，２０

０万円というのは結構多いので、どういっ

た内容になっているかお教えください。 

 決算概要１５４ページについてですけ

れども、こども園管理運営事業の上から３

つ目の修繕料があって、これは恐らくこど

も園器具費のほうから流用して修繕料で

あったのかなという雰囲気に見えるので

すが、その修繕の内容と何月ごろに修繕し

たのかをお聞かせください。 

 それと、先ほどの一番下のこども園器具

費について内容をお教えください。 

 教育振興費に移りまして、私立幼稚園就

園奨励費補助事業の、その下のシステム改

修の委託内容についてもお願いします。 

 こども教育課についての質問は以上で

す。 

 最後に、教育支援課についてですが、決

算概要の１３８ページ、真ん中から教育総

務費、教育センター費、研修事業で費用弁

償があると思うんですけれども、事務報告

書の３６７ページから３６８ページにか

けて研修事業の内容を書かれていると思

うのですが、費用弁償について恐らく３６

８ページ（３）の管外視察研修に係る費用

なのかと思うのですが、管外視察研修に行

っているのは、どういった方で何人ぐらい
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行かれていて、管外視察に行っていますの

で、視察研修の効果などがわかればお教え

いただきたいと思います。 

 決算概要の１３８ページに戻りまして、

教育相談事業ですが、平成２７年度の決算

を見ると、今回、教育指導嘱託員、臨床心

理士指導員、教育支援嘱託員、心理相談員

賃金とありますが、平成２７年度を見ると

教育指導嘱託員だけだったと思うのです。

今回は平成２８年度決算を見ると、５つに

分かれているという形になっているかと

思うのですが、それぞれの教育指導嘱託員、

臨床心理士指導員、教育支援嘱託員、心理

相談員、心理判定委員の人数と業務内容、

内容についてお聞かせください。 

 その下、適応指導教室事業についてです

が、報償金がありますが、前年度決算に比

べて半分以下になっていまして、まずこの

報償金の支払い相手はどこかということ

と、半分に減っている理由についてもお聞

かせください。 

 次に、概要１４０ページに移りまして、

施設維持管理事業のＰＣＢ廃棄物調査運

搬委託料についてですが、どこにあったも

のでどういったものなのか、中身について

お教えください。 

 それと、２つ下の一般事務事業の庁用器

具費の内容についてもお願いします。 

 決算概要１４２ページに移りまして、教

育支援課、学校教育相談員配置事業と特別

支援教育推進事業のそれぞれに教育指導

嘱託員がいますけれども、事務報告書の３

７１ページ、学校教育相談員配置事業にも

書かれていますが、その嘱託員の人数、そ

れぞれお教えいただけますでしょうか。 

 教育支援課についても以上です。 

 質問が多数になりましたけれども、でき

るだけゆっくりわかりやすく答弁いただ

きますようによろしくお願いします。 

 １回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 藤原総務課長代理。 

○藤原総務課長代理 それでは、楢村委員

のご質問に対してご答弁申し上げます。な

お、決算概要の１４４ページの小学校管理

運営事業から１４６ページの小学校検診

事業までにつきまして、私、藤原からご答

弁をさせていただきまして、それ以降につ

きましては、課長の溝口からご答弁させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、小学校管理運営事業の手数料につ

きましてのご質問にお答えさせていただ

きます。 

 こちらの手数料につきましては、各小学

校の保健室におけるシーツやタオルケッ

ト等のクリーニング代、あとピアノ調律に

係る費用となっております。 

 同じく、小学校管理運営事業の土地借上

料につきまして、ご答弁をさせていただき

ます。こちらにつきましては、千里丘小学

校で３筆、約４，８９５平米と鳥飼小学校

につきまして１筆、約１８５平米の土地を

借地しております。 

 続きまして、小学校施設運営事業につき

まして、ご答弁させていただきます。 

 こちらの手数料に関しましては、水道法

に定められている受水槽の有効水量の合

計が１０立方メートルを超える簡易専用

水道について、１年に１回定期検査を受け

る費用となっています。今回、受けている

学校につきましては、味舌小学校、摂津小

学校、三宅柳田小学校、鳥飼西小学校の４

校となっております。 

 続きまして、特殊建築物定期調査委託料

につきまして、ご答弁をさせていただきま

す。学校におきましては、建物の規模が３
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階以上、床面積が２，０００平米以上の場

合につきまして、３年に一度建築基準法に

基づきまして専門家の検査を受ける必要

がございます。検査の主な内容につきまし

ては、外壁や屋上周りの劣化の状況や避難

施設や非常用設備等の状況の確認となっ

ております。多数の人が利用する特定建築

物については老朽化や設備の不備などが

あった場合、大規模災害につながる場合が

ありますので、３年に一度の定期点検が義

務づけられているものでございます。 

 続きまして、小学校施設改修事業につき

まして、工事監理委託料と改修工事を繰り

越した理由について、ご答弁させていただ

きます。 

 小学校や中学校の大規模工事を行う場

合につきましては、国の学校施設環境改善

交付金という制度を活用することができ

ます。こちらにつきましては、採択された

場合、その事業内容にもよりますが、補助

率３分の１というような形での補助金を

受けることができます。味生小学校や鳥飼

西小学校につきましては、当初、平成２９

年度において工事を実施する予定であり

ましたが、平成２８年度からこの学校施設

環境改善交付金につきまして、国の予算が

大幅に減額されたことに伴いまして、採択

されないという事案が全国において多数

見られました。 

 当初、平成２９年度において工事を実施

する予定でしたが、国の平成２８年度の第

２次補正予算において学校改善交付金に

関する予算が大幅に増額されたことによ

って、また次年度に行う事業であっても、

前倒しが可能というような通達がござい

ましたので、採択がされやすい補正予算と

して計上を行わせていただきました。 

 また、この予算につきましては、次年度

への繰り越しが可能という国の通達もご

ざいましたので、市の負担を減らす目的か

ら事業採択がされやすい補正予算に事業

計画を計上し、予算については翌年度に繰

り越しをさせていただいたという次第に

なっております。 

 続きまして、小学校理科教育等設備整備

事業の小学校器具費につきまして、ご答弁

させていただきます。 

 購入した備品につきましては、実験器具

や温度測定用具、重さ測定用具、この学習

用具や人体の学習用具等となっておりま

す。理科教育等設備整備費補助金の対象品

目につきましては、計量器や実験機械器具

や野外観察調査用具、標本等が対象になっ

ておりまして、算数では実験実習器具、計

算器具等が対象となっております。 

 続きまして、小学校保健事業における日

本スポーツ振興センター負担金の内容に

つきましてご答弁をさせていただきます。 

 こちらにつきましては、独立行政法人日

本スポーツ振興センターが実施している

災害共済給付制度に加入をしております。

学校で起こった事故に対しまして災害共

済金の給付を行う制度となっております。

毎年度、５月１日付の児童・生徒数に基づ

き加入をしております。 

 掛金については、９２０円の掛金で半分

を公費、半分を保護者に負担していただい

ております。 

 続きまして、小学校検診事業の小中学校

結核対策委員会委員報酬についてのご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、委員のメンバー構成につきまして

は、摂津市立小中学校結核対策委員会とい

うものがございまして、摂津市の学校保健

会の会長、こちらについては校長になりま

す。あと養護教諭、茨木保健所の職員、市
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内の学校医の医師２名、１人は結核の専門

医で、あとお一人は学校医という形になっ

ております。どういった時期に委員会が開

催されるかという内容につきましては、学

校保健安全法及び学校保健安全法施行規

則に基づきまして、児童の健康診断につき

ましては、毎年６月末までに実施すること

となっております。 

 その健康診断の実施項目に結核の有無

についての問診がございます。家族に結核

の罹患者や結核高蔓延国に半年以上滞在

していたことがある児童・生徒に対して、

学校医による判断によりまして要精密検

査が必要かどうかの判断をとらせていた

だきます。 

 委員会につきましては、６月中ごろに開

催をさせていただいておりますが、最近で

は、年度途中の結核高蔓延国からの入学者

もいることから年度途中に追加で開催を

行う場合もございます。 

 最後に、教職員の健康管理委託料につき

まして、ご答弁をさせていただきます。こ

ちらにつきましては、ご質問内容にありま

した年度当初から予定されていた委託と

いうことになります。平成２６年度に労働

安全衛生法が改正されまして、同法が平成

２７年１２月１日に施行され、ストレスチ

ェック及び面接指導の実施が義務づけら

れました。 

 教育委員会におきましても、市内の小・

中学校に在籍する教諭に対してストレス

チェックを実施するために平成２８年度

より予算を計上させていただいておりま

す。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、決算概要１４

６ページ、小学校給食援助事業についての

ご質問にお答えいたします。 

 決算額が平成２７年度に比べて大きく

減少している理由についてのご質問であ

ったかと思われますけれども、小学校給食

援助事業につきましては、準要保護児童に

対する給食費の援助に関する内容となっ

ております。 

 平成２７年度に比べまして、減少してい

る主な理由といたしましては、就学援助率

の低下によるものが大きな理由ではない

かと我々は考えております。 

 平成２７年度の就学援助率、５月１日現

在で申しますと、２８．３１％でございま

したけれども、平成２８年度の５月１日の

就学援助率が２５．０８％、約３ポイント

就学援助率が下がっていることが主な要

因と考えております。 

 続きまして、１４８ページ、小学校給食

事業の給食調理業務等委託料についての

ご質問でございます。現在、鳥飼西小学校、

鳥飼北小学校、味舌小学校、摂津小学校、

千里丘小学校の５校で民間委託を実施し

ているものでございます。 

 調理業務、配膳・下膳業務、洗浄業務等

を民間業者に委託しておりまして、今後の

委託化についてのご質問につきましては、

調理員の退職者の推移や、これは人事課が

所管となりますけれども、職種替試験の実

施の動向なども見据えながら、検討してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、１４８ページの給食調理場

備品更新事業についてのご質問でござい

ます。給食調理室内にある備品を更新する

ための事業となっておりまして、老朽化し

た備品について年度ごとで更新を行って

おります。平成２８年度に更新いたしまし

た備品につきましては、味生小学校の食器

洗浄機、また千里丘小学校、三宅柳田小学

校の消毒保管庫を更新させていただいた
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ものでございます。 

 続きまして、１４８ページの小学校支援

学級運営事業に係るご質問でございます。

こちらは小学校器具費の内容でございま

すけれども、支援学級で使用されます指導

用の教材や教具等、備品の購入費用となっ

ております。 

 具体的なものとしましては、パーテーシ

ョンやフロアマット、折り畳みの鉄棒、エ

アボールゲームセットなどを購入したも

のでございます。 

 続きまして、同じく１４８ページの小学

校校舎整備事業の内容でございます。こち

らにつきましては、摂津小学校校舎の増改

築の件でございますが、平成２２年度に南

千里丘のまち開きが行われ、高層マンショ

ン等も建ちまして、児童数が大幅に今後増

加することが見込まれるということで、教

室が不足することが確実となっておりま

すので、その整備を行うということで、平

成２７年度におきまして基本構想を実施

し、平成２８年度には基本設計、実施設計

を行って、この平成２９年度に鉄骨づくり

で３階建ての１８教室の施設を建築して

いるところでございます。 

 続きまして、同じ１４８ページの中学校

管理運営事業についてのご質問でござい

ます。土地借上料ということで、こちらに

つきましては、第四中学校の正門の右手に

水路がございますが、そこに沿った部分の

国有地を約２００平米お借りしているも

のでございます。 

 同じく、中学校管理運営事業の中の中学

校器具費の内容についてでございますが、

こちらは教科用備品として実験器具や楽

器、体育指導用品などを購入しているもの

でございます。 

 次に、同じ１４８ページの中学校施設運

営事業の燃料費についてのご質問でござ

います。こちらの燃料費につきましては、

体育館やエアコンが入っていない特別教

室等では、まだストーブを使っているとこ

ろがございまして、暖房用の灯油代でござ

います。気候によって使用頻度が異なると

いうこともございまして、執行額が年度に

よって多い年、少ない年があるというのも

事実でございます。 

 当初の予算額で申しますと、平成２７年

度が３１万５，０００円で、平成２８年度

が３０万６，０００円、ほぼ同じような額

を計上させていただいておりまして、実際

の予算現額といたしましては、平成２７年

度が１６万８，０００円、平成２８年度が

２９万９，７６５円となっております。 

 続きまして、決算概要１５０ページの学

校管理委託料についてのご質問でござい

ますが、こちらにつきましては、シルバー

人材センターに学校への来訪客や電話の

対応、校舎内外の巡視等の業務を委託して

いるものでございます。 

 同じく、中学校施設運営事業の中学校排

水設備工事についてのご質問でございま

すが、こちらにつきましては、第四中学校

の下水排水設備、これまでの合併浄化槽か

ら公共下水道につなぎかえる工事を実施

するということで、その浄化槽を撤去いた

しまして、夏休み期間の７月末から８月末

にかけて実施させていただいたものでご

ざいます。 

 同じく１５０ページの中学校理科教育

等設備整備事業の中学校器具費で購入し

た備品につきましては、電流や時間の実験

用具、顕微鏡などを購入したものでござい

ます。 

 続きまして、同じ１５０ページの中学校

生徒医療費助成事業についてのご質問で
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ございます。こちらにつきましては、就学

援助を受けている生徒が健康診断の結果、

学校病と診断され、治療の必要がある場合

に医療券を使って治療をしていただいて

いるものでございます。 

 現在、子ども医療費助成制度の拡充等も

ございまして、ここ最近ではこの医療券を

使われる方が減っているということで、決

算額が低いという状況でございます。 

 続きまして、決算概要の１５２ページ、

中学校給食事業についてのご質問でござ

います。過年度還付金についてということ

ですけれども、現在、中学校給食につきま

しては、デリバリー方式選択制ということ

で、事前に払込票で６，０００円、または

１万８，０００円を入金していただきまし

て、予約利用をしていただいているところ

でございますが、最終的に転出されたり、

卒業で残金が出た場合に、その分を精算返

金手続きをさせていただきまして、今回、

平成２８年度卒業の方等が対象となって

おります。前年の平成２７年度に入金して

いただいておったものということで、平成

２８年度の卒業時に精算し、過年度での還

付金として会計上処理させていただいて

いるものでございます。ほとんどの方は卒

業時の３月末までには返還の処理を行っ

ております。 

 次に、同じ１５２ページ、幼稚園施設運

営事業の修繕料にかかりますご質問でご

ざいます。こちらにつきましては、前年度

から予算が大幅に減少しているというこ

とではございますが、その中で優先順位を

つけながら執行させていただいておりま

して、緊急性を要する修繕がたくさんあり

ますので、予算に不足が生じたということ

で今回、やむを得ず園庭整備委託料から流

用させていただきまして、修繕料を執行さ

せていただいたものでございます。 

 続きまして、園庭整備委託料で今回、先

ほど申しました修繕料に流用をさせてい

ただき、決算がゼロとなっておりますが、

当初の予算につきましては、１４万１，０

００円を計上させていただいておったも

のでございます。 

 続きまして、１５４ページ、摂津市史編

さん事業に係るご質問でございます。嘱託

員、市史編さん委員、非常勤職員のそれぞ

れの人数と業務内容をというご質問でご

ざいます。嘱託員につきましては、２名の

職員で業務の内容につきましては、摂津市

域にかかわります古文書や記録の史料調

査と解読を主な内容とさせていただいて

いるものでございます。 

 また、市史編さん委員につきましては、

全員で６名の方にお願いさせていただい

ておりまして、業務の内容につきましては、

特定のテーマでピックアップさせていた

だいた史料をもとに、「史料と研究」や「５

０周年記念誌」、「摂津市の歴史」の刊行の

ための史料の提供や文字起こし等を行っ

ていただいておるものでございます。 

 非常勤職員につきましては、平成２８年

度は４名の方が在籍していただいており

まして、漢文や近代文字などの読解等につ

いて業務をやっていただきまして、目録づ

くりなどもしていただいているところで

ございます。 

 また、市史編さん事業の中の保険料の決

算額がゼロとなっているものでございま

すが、こちらにつきましては、寺社の建築

調査などを行う際に、機材や足場等を搬入

すると、そこで撮影や測量などをすること

から、調査員がけがした場合に備えまして、

傷害保険を掛けているものでございます

けれども、平成２８年度につきましては、



- 19 - 

 

簡易な撮影を行ったということで、傷害保

険は発生しておらなかったということで

ございます。 

 次に、同じく市史編さん事業の中の市史

編さん史料撮影等業務委託料の内容につ

いてでございます。こちらにつきましては、

市民からお預かりしております古文書や

絵図などの修復を必要といたしますので、

その専門的な取り扱いが必要ということ

での撮影に係る委託料でございます。 

 最後に、１５６ページ、学童保育施設維

持管理事業の修繕料の中身についてのご

質問でございますが、主に窓ガラスの修繕

や空調機の修繕、教室の扉の修繕などを平

成２８年度に実施させていただいたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４６分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○水谷毅委員長 休憩前に引き続き、再開

します。 

 答弁を求めます。 

 湯原課長代理。 

○湯原子育て支援課長代理 それでは、子

育て支援課に係りますご質問にご答弁さ

せていただきます。 

 まず決算概要８６ページ、地域子育て支

援運営事業に係ります嘱託員賃金の増額

の理由でございます。増額理由としまして

は、嘱託員が平成２７年度、平成２８年度

に比べて１名増加しているものでござい

ます。平成２７年度は正規職員２名、嘱託

員３名体制で、平成２８年度は正規職員１

名と嘱託員４名体制で運営を行っている

ためでございます。 

 続きまして、システム保守委託料の内容

でございます。子育て支援情報に特化した

ホームページ、せっつみんなで子育てねっ

とを開設しておりまして、現在は市のホー

ムページからアクセスが可能となってお

ります。 

 保守委託の内容でございますが、サーバ

ー等の安定稼働と障害発生時の迅速な復

旧作業などを運用するためのものとなっ

ております。 

 続きまして、３点目の地域子育て支援拠

点器具費の内容でございますが、既存備品

の経年劣化による買い替え等でございま

して、地域子育て支援センターで使用して

おります書類の保管庫等を購入したもの

でございます。 

 質問の４点目から７点目、家庭児童相談

室運営事業並びに子育て支援短期利用事

業に係りますご質問については、後ほどご

答弁させていただきます。 

 ８点目のファミリーサポートセンター

運営事業に係りますひとり親家庭等利用

補助金の執行状況が決算額ゼロ円になっ

ているものについてですが、ファミリーサ

ポートセンターを利用されますと、通常は

利用料として１時間当たり７００円を負

担していただきますが、その利用者がひと

り親家庭や児童扶養手当受給者の場合は、

利用料の半額を補助する制度でございま

して、平成２８年度は利用者のうちその対

象者がいなかったためでございます。 

 続きまして、市立児童センター運営事業

に係ります児童センター器具費の内容で

ございます。児童センターに設置しており

ますＡＥＤの耐用期間の満了に伴う買い

替え１台分となっております。 

 続きまして、事務報告書３１６ページの

第１児童センターの利用状況で、４月の利

用者が多い理由についてのご質問にご答

弁いたします。児童センターにつきまして
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は、毎年４月に児－センまつりのイベント

が開催されているため、４月に利用者数が

多くなっているものでございます。 

 続きまして、市立児童発達支援センター

運営事業に係ります児童発達支援センタ

ー器具費の内容でございます。こちらも児

童センターと同様にＡＥＤの買い替えを

行っております。あと、児童発達支援セン

ターに設置しております子ども用のシス

テムプールが老朽化に伴い買い替えを行

ったものでございます。 

 続きまして決算概要の８８ページ、児童

手当給付事業、児童扶養手当給付事業に係

ります随時支払とは何かというご質問に

対して、ご答弁申し上げます。 

 児童手当につきましては、通常の支給月

は６月、１０月、２月、児童扶養手当につ

きましては８月、１２月、４月のそれぞれ

年３回となっておりますが、その定められ

た支給月以外の月に支払う場合に随時支

払を行っております。 

 例えば、転出等に伴い、本市での受給資

格が喪失した場合に、定時支払の月を待た

ずに支払うものが随時支払となっており

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 そうしましたら、

続きまして子育て支援課に係りますご質

問にご答弁いたします。 

 まず９０ページ、ひとり親家庭の高等職

業訓練促進給付金について、決算額がふえ

ている要因でございますが、母子父子自立

支援員が受ける相談の中で、制度について

しっかりと周知を努めた結果、利用者がふ

えたというように考えております。 

 同じく９０ページの子ども医療費助成

のシステム改修委託料の内容でございま

す。こちらのほうは制度改正に伴うシステ

ム改修でございます。 

 平成２７年度には大阪府のほうで通院

分の補助金に係る対象年齢を３歳から６

歳まで延ばしました。その制度改正の関係

の改修と、本市は平成２８年度から小学校

から中学校まで医療費助成の通院分に係

る対象年齢を延ばしました。その制度の改

修関係の医療証の発行までの改修を平成

２７年度で行いまして、平成２８年度には

本市の通院分の小学校から中学校まで延

ばした分のデータ検証等の改修を行った

ものでございます。 

 それと事務報告書３２３ページ、ひとり

親家庭の対象人数について、１０月から１

１月にかけての対象者が減っているとい

うことでございますが、ひとり親家庭の医

療費助成の更新のほうが１１月となって

おりまして、更新月には所得判定を行いま

すので、所得基準を超えたことなどが主な

要因ではないかと考えております。 

 その次に、小中学校通学区事業、こちら

のほうの審議会のメンバー構成でござい

ますが、自治会の会長、ＰＴＡ会長、学校

長等、審議会規則の中で委員が２０名以内

でもって組織するというように決まって

おります。それらのメンバーで各小・中学

校につきまして、その通学区域を定めるに

ついての調査・審議の際に開催されるもの

でございます。 

 １３８ページ、交通専従員の１９か所の

基準についてということでございます。基

本的には、やはり地域の子どもは地域で守

るというところが基本的な考え方でござ

います。それを持ちながら交通専従員の配

置をしていくというように考えておりま

す。 

 具体的には、ＰＴＡとか保護者の方から
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危険箇所の報告があります。その際、また

学校のほうから子育て支援課のほうに対

策の依頼がありまして、我々は実際現地の

ほうに出向いてそちらのほうを確認しま

す。ＰＴＡとか保護者の方、地域の方から

それぞれご意見をお伺いしながら、また庁

内の関係者と調整をしながら最終的に交

通専従員を配置しなければならないとい

った状況になれば配置のほうを考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 木下参事。 

○木下子育て支援課参事 それでは、楢村

委員の子育て支援課に係るご質問のうち

４番目から７番目、家庭児童相談室に係る

ご質問にお答えいたします。 

 まず決算概要８６ページ、家庭児童相談

室運営事業になります。 

 家庭児童相談システム機器更新委託料

と保守委託料についての内容というご質

問でございますけれども、この機器更新委

託料につきましては家庭児童相談室で利

用しております電算システムが導入から

長期間経過し、クライアントサーバーと端

末機の更新をする必要があったため、予算

を執行させてもらったものでございます。

また、保守委託料につきましては同システ

ムの機器やソフトウエアのメンテナンス

にかかる費用でございます。 

 続きまして、自動車借上料及び通行料に

つきましての内容でございますが、家庭児

童相談室では親子教室を行っております

けれども、毎年その一環としまして遠足を

実施しており、その際に使用するバスの借

上料となっております。 

 次に、事務報告書３１５ページの児童虐

待に関する再受付の人数についてのご質

問でございます。 

 児童虐待の再受付と申しますのは、虐待

と認知された事案のうち、虐待の状態が指

導や見守りなどを行っている中で解消さ

れたと認められた世帯につきまして、再度

事案が発生したという件数でございます。 

 過去３年間の件数の推移を見てみます

と平成２６年度が２２人、平成２７年度が

３人、平成２８年度が５４人となっており、

委員がご質問のとおり、年度によって多少

ばらつきがあるという内容になっており

ます。 

 一旦、解消した事例で再度通告になると

いうのは決して望ましいことではござい

ませんので、関係機関と連携して再発生の

防止に取り組んでいるところでございま

す。 

 それから、決算概要８６ページの子育て

支援短期利用事業についてでございます。 

 前年度と比較して減少しているという

ことでの内容のご質問でございますが、本

事業につきましては、子育て中の方が一時

的に子どもの養育が困難なときに宿泊可

能な施設で短期間の預かりを行うもので

ございます。 

 平成２７年度は、延べ５１日のご利用が

ございましたけれども、平成２８年度は延

べ１７日と利用日数が減少したことに伴

って決算額が減少したものでございます。 

 必要なときにご利用していただけるよ

うに、市民や関係機関に対して周知に努め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、生涯学習

課に係りますご質問に答弁させていただ

きます。 

 決算概要１５４ページ、学校体育施設開

放事業委託料の内容につきましてですが、
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２点ございます。 

 １点目は各学校で組織していただいて

おります学校体育施設開放運営委員会に

開放事業の事業委託をしております。 

 用途、使途の内容でございますが、学校

開放事業で使用いたします石灰やライン

引き、掃除用具等の学校開放事業で必要な

消耗品等の購入となっております。 

 ２点目は第二中学校、第四中学校の運動

場にナイター照明設備がございますが、こ

ちらを使用する際には常駐の管理人が必

要となっております。そのため第二中学校、

第四中学校のナイター照明の管理要員と

してシルバー人材センターに各校１名ず

つの常駐を委託するものでございます。 

 続きまして、学校体育施設開放事業の過

誤納還付金の内容につきましてでござい

ます。こちら４，２００円となっておりま

すが２件ございまして、１件目につきまし

ては中学校の体育館におきまして、使用団

体が使用するということで使用料を既に

納付された後に学校行事で、こちらは修学

旅行の解散の場に使用されるということ

で、その体育館が使用できなくなりました

ため還付をさせていただいたものでござ

います。 

 ２点目は三宅柳田小学校多目的ホール

におきまして使用される団体、こちらはＰ

ＴＡ協議会でございますが、もともと１０

割減免となることを知らずに申請された

方が４割減免として申請され使用料を納

付されたため、後から審査させていただき

ましてこれは１０割減免になるというこ

とで還付をさせていただきましたもので

ございます。 

 続きまして決算概要１５４ページ、社会

教育委員に関しまして、メンバー構成のご

質問でございます。こちらは学校教育関係

者として、摂津市校長会から学校長１名、

また社会教育関係者として社会教育関係

団体、こども会育成連絡協議会を初め７団

体から各１名ずつ、また家庭教育活動の実

践者といたしましてＮＰＯ法人キッズぽ

てとから１名、また学識経験者として大阪

人間科学大学教授の１名の計１０名で構

成されております。 

 続きまして決算概要１５６ページ、こど

もフェスティバルの運営委託料の内容に

つきましてご答弁させていただきます。 

 こちらは数点ございまして、まず会場警

備委託料として警備会社に３４万１，２８

０円、会場の音響業務の委託料として１５

万３８０円、また事前に会場の草刈りが必

要となっておりまして、その委託料といた

しましてシルバー人材センターに１９万

９，９２５円、また当日、会場にごみなど

が散乱しておりますので清掃業務の委託

料といたしまして、こちらもシルバー人材

センターに３万２，８８６円、また数年前

からこどもフェスティバル左岸と右岸を

つないで橋を渡して、両方で会場として使

えるようにしております。その仮設の橋を

設置する委託料といたしまして３６万円、

また移動のふれあい動物園、そちらの運営

委託料として２１万６，０００円、またそ

れ以外にフェスティバル全体の運営委託

料として、参加団体で構成されております

こどもフェスティバル実行委員会、こちら

のほうに２１万７，０８０円となっており

ます。 

 続きまして決算概要１５６ページ、成人

祭の件でございますが、まず案内はがきを

市内在住者のみに送っているのかという

ことでございますが、こちらにつきまして

は毎年１２月１日時点で摂津市に住民登

録がされており、当年の４月２日から翌年
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４月１日までに二十歳となる市民に対し

て案内はがきを送付させていただいてお

ります。 

 また、ここ数年の参加者の状況、また中

学校区によってばらつきがあるのかとい

うご質問でございますが、過去３年の数字

を申し上げさせていただきますと、平成２

７年は対象者７８８人中参加者５２８人

で参加率６７％、平成２８年は対象者８５

５人、参加者５８５人で参加率６８％、平

成２９年は対象者８５０人、参加者６２３

人で参加率７３％となっております。 

 過去十数年データを見させていただき

ましたが、ほぼ参加率は７０％前後で推移

しておりまして、一定レベルで推移してい

るのかなと考えております。 

 また、中学校区別の傾向ですが、平成２

９年におきましては第一中学校区７３％、

第二中学校区７０％、第三中学校区７１％、

第四中学校区７４％、第五中学校区８３％

となっており、若干、第五中学校区の参加

率が高くなっております。こちらも過去の

データを精査させていただきましたが、年

度ごとに若干のばらつきはありますがほ

ぼ中学校区による差異はないというよう

に考えております。 

 続きまして決算概要１５６ページ、青少

年リーダー養成事業におきます運営委託

料の内容でございます。 

 こちらも２点ございまして、１点目はチ

ャレンジャークラブ事業として夏と冬の

２回、市内の小学校４年生から６年生を対

象とした２泊３日のキャンプを実施して

おります。その企画運営を一般財団法人大

阪府青少年活動財団に委託しており、その

委託料となっております。 

 ２点目は、こども会の会員を対象にジュ

ニアリーダーを育成することを目的とし

た冒険プログラム講習会を実施しており

ます。その企画運営を摂津市こども会育成

連絡協議会に委託しており、その委託料で

ございます。 

 次に、青少年指導員事業でございます。 

 まず青少年指導員は、校区により指導員

の定員はあるのかというご質問でござい

ます。こちらは厳密な定数というものはご

ざいませんが、めどといたしまして各中学

校区で１２人、つまり５校区で１２人です

ので６０人をめどとしております。また、

多くても各中学校区１６人を上限という

形で考えさせていただいております。 

 指導員の業務内容につきましては、主な

ものといたしましては各校区での青少年

に対する街頭指導、登下校の見守りやお祭

り、摂津まつりや地域の祭り、こちらの夜

間パトロールの実施で、あと大阪府青少年

健全育成条例に基づきまして青少年社会

環境実態調査というのも行っております。

こちらはコンビニとか書店で図書を扱う

店舗の調査で成人向け図書が分けて陳列

されているかというような調査、また夜間

にカラオケボックスに夜間青少年が入店

しないような掲示がされているか、あと書

籍の自動販売機が昼間は外から見えない

ような仕掛けになっているかとか、年齢を

確認する仕掛けになっているかとかそう

いったものの調査となっております。 

 それ以外にも、青少年指導員の活動紹介

として「ゆめきぼうしんぶん」というもの

をつくって配布したり、また青少年健全育

成啓発ポスターのコンクール、その他各種

イベントによる青少年健全育成の啓発活

動をしていただいております。 

 続きまして決算概要１５８ページ、生涯

学習フェスティバル運営委託料の内容で

ございます。 
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 こちらも数点ございまして、まず会場警

備委託として警備会社に１１万８，８００

円、会場の音響及びコンサートの照明業務

の委託料として１５万３，０００円、また

こちらも事前に会場の草刈りを行います

ので、シルバー人材センターに委託料とし

て１２万２，３５０円、またフェスティバ

ル全体の運営委託料といたしまして、参加

団体で構成していただいております生涯

学習フェスティバル実行委員会、こちらの

ほうに１５万８，８００円となっておりま

す。 

 続きまして、生涯学習フェスティバル器

具借上料が平成２７年度決算に比べ倍ぐ

らいになっているのは、なぜかというご質

問でございます。こちらにつきましては、

平成２７年度の生涯学習フェスティバル

におきまして委託費用の一時的な増額が

必要となりました。 

 実行委員会とご相談させていただきま

して、それまでレンタル会社から借りてい

ました椅子、テーブル、その他の備品を市

から無償で借り、実行委員会のほうで運搬

するということで費用を捻出したいとい

う申し出がございましたので、平成２７年

度につきましてはレンタル費を大幅に下

げてその分委託料をふやすということを

行いました。平成２８年度からは通常どお

りに戻しましたので、レンタル費用が倍に

なっているということになっております。 

 続きまして決算概要１５８ページ、家庭

教育学級事業ですが、家庭教育学級運営委

託料の内容でございます。こちらは家庭教

育学級の開設団体、市内のお母さんで構成

されている団体であったりそういった家

庭教育学級の団体に運営経費として１団

体年額４万円を委託料として支払いをし

ております。 

 主な内容といたしましては、各団体で月

１回講習会なりを実施していただくこと

になるんですけどもそちらの講師謝金、ま

たは講座開催における消耗品費、通信費、

交通費などの諸経費となっております。 

 続きまして事務報告書の３３２ページ、

せっつ生涯学習大学につきまして、せっつ

生涯学習大学受講者が１０名、せっつ生涯

学習大学院受講者が７名はどういう意味

かということの質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 せっつ生涯学習大学につきましては、地

域における生涯学習の中心となる人物を

養成する目的で応募いただきました市民

の方に全１３回の連続講座を受講してい

ただき、さまざまな講義を通じて学んでい

ただくわけでございますが、平成２８年度

につきましては１０名の方に受講いただ

きました。 

 また、この大学修了後により高度で実践

的な講座として学んでいただく機会とい

たしまして、せっつ生涯学習大学院を全３

回で開講しております。 

 大学修了者の生涯学習リーダーとして

のスキル向上と意識づけの機会となって

おります。平成２８年度はせっつ生涯学習

大学受講者１０名のうち７名の方が大学

院に進まれて学ばれております。 

 続きまして事務報告書の３３３ページ、

公民館まつり事業につきまして、各公民館

よって公民館まつりの時期が決まってい

るが昔からこの時期であったのか。また、

市民から時期の変更の要望とかなかった

のかというご質問にお答えさせていただ

きます。 

 公民館まつりの開催時期につきまして

は、昔は結構いろいろと開催日の前後があ

ったと聞いておりますが、ここ１０年ぐら
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いにおきましては、ほぼ固定化されており

ます。 

 また、市民からの時期の変更要望につき

ましては、例えば市民個人の方がほかで所

属されている団体のイベントと重なるの

で何とかしてほしいというようなご要望

はお伺いしたことがございますが、この公

民館まつりの日程につきましては、公民館

登録クラブや地元自治会で構成されてお

ります各公民館まつり実行委員会でご議

論いただいておりまして、そちらのほうか

らは特にご要望等は聞いていない状況で

ございます。 

 続きまして、公民館講座開催事業でござ

いますが、報償金の講師は何人いるのかと

いうことでございます。報償金が発生して

いる講師の講座につきましては１３９講

座、延べ１５９名となっております。複数

の講座で同じ講師が担当している場合も

ございますので、延べとさせていただいて

おります。 

 続きまして公民館管理事業、公民館器具

費の内容につきましてでございます。主な

ものは期限切れに伴う消火器２８本の購

入、また故障に伴います冷蔵庫の購入及び

ホワイトボードの購入となっております。 

 続きまして、公民館運営事業の公民館運

営審議会委員のメンバー構成でございま

す。こちらは、学校教育関係者といたしま

して摂津市校長会から学校長１名、社会教

育関係者として社会教育関係団体、ＰＴＡ

協議会を初め６団体から１名ずつ、また家

庭教育活動の実践者としてＮＰＯ法人キ

ッズぽてとから１名、また学識経験者とし

て人間科学大学教授１名、主任児童委員２

名の計３名、また市民公募による委員を２

名として全１３名で構成されております。 

 続きまして決算概要１６０ページ、公民

館運営事業でございます。 

 社会教育指導嘱託員報酬が平成２７年

度の決算より減っているということで、な

ぜそうなっているのかというご質問でご

ざいますが、平成２８年１２月１日にそれ

までの別府公民館が閉館となりまして、新

たに別府コミュニティセンターが開設さ

れました。それまでの公民館機能を引き継

ぎ、講座の企画運営や市民団体の指導・助

言を行うため、それまでの公民館の職員と

同じく、市の直接雇用の職員を２名配置す

ることとなりました。 

 その際に、勤務時間や勤務日を設けての

勤務、こういった内容が非常勤特別職では

なくて非常勤一般職が適切であると判断

させていただきまして、この別府コミュニ

ティセンターの開館のタイミングに合わ

せ、それまでの公民館職員を非常勤特別職

から非常勤一般職へ変更させていただき

ました。これに伴い、年度途中で報酬から

賃金へと変更となっているため二本立て

となっております。人員的には、別府公民

館勤務の２名が別府コミュニティセンタ

ーに異動したこと以外での変更等はござ

いません。 

 続きまして、公民館の図書購入費が平成

２７年度決算より大きく減っている理由

でございます。こちらは、千里丘公民館が

平成２８年６月リニューアルオープンい

たしましたが、その中にロビーでの読書コ

ーナーというものを開設しました。こちら

を開設するための当初の蔵書を約５，００

０冊、そちらを購入する費用といたしまし

て平成２７年度に一時的に増額させてい

ただいたとなっております。 

 そちらの購入は終わりましたので、平成

２８年度以降は定常的な購入費に戻しま

した。そのため、平成２７年度から大きく
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減っているということになっております。 

 続きまして、公民館施設改修事業で平成

２７年度から繰り越された内容につきま

してご答弁させていただきます。 

 千里丘公民館の耐震等補強工事につき

ましては、工事期間中に想定外の給排水設

備の老朽化が判明いたしまして、同設備の

更新及び給排水経路の設計変更が生じま

したため、工期を１か月間延長したことに

よる繰り越しでございます。 

 また、この繰越額につきましては、工事

の進捗率から算出したものとなっており

ます。 

 続きまして、文化財保護事業でございま

すが、文化財保護審議会委員のメンバー構

成と過去どういった内容が審議されたの

かということにつきましてご答弁させて

いただきます。 

 文化財保護審議会委員の構成は大学教

授及び准教授、また学芸員、摂津市文化財

愛護会など、建築学、民俗学、考古学、郷

土史、埋蔵文化財、近世史のそれぞれ専門

的見地のある６名の委員により構成され

ております。 

 摂津市の文化財に関する審議事項があ

る場合に随時、審議会が開催されます。審

議事項の主なものは、市指定文化財の指定

に関する審議でございます。こちらにつき

ましては、現在、明和池遺跡出土土馬と摂

津市立第６集会所（旧一津屋公会堂）でご

ざいます。この２件につきましての指定を

行っていただいております。 

 その他として、市内各所に設置しており

ます文化財の顕彰札、こちらの内容につき

まして、専門的見地から議論いただいてお

ります。最近におきましては、明和池公園

設置の明和池遺跡説明板、こちらの内容に

つきましてご審議いただいております。 

 続きまして、文化財保存等事業補助金に

つきましてご説明させていただきます。 

 文化財保存等事業補助金につきまして

は、こちらは摂津市内にあります大阪府指

定文化財につきまして、その修繕等が大阪

府の補助金の対象事業となった際に、市の

上乗せ分として摂津市が補助を行うもの

でございます。 

 過去におきましては、平成２４年度に味

舌天満宮における火災報知機防犯カメラ

設置などの防犯対策事業について、府補助

金の対象事業となりましたので、そちらに

ついて補助を行っております。また、それ

以外にも千里丘金剛院不動明王像の修繕

に対して補助を行うなどを行っておりま

す。 

 続きまして事務報告書３４１ページ、摂

津市民図書館等協議会委員のメンバー構

成についてご説明させていただきます。こ

ちらは学校教育関係者として学校長１名、

教諭１名の計２名。社会教育関係者として

社会教育関係団体からこども会育成連絡

協議会及び図書館ボランティア団体から

１名ずつ２名。家庭教育活動の実践者とし

てＮＰＯ法人キッズぽてと、あと図書館ボ

ランティア団体から１名の計２名。また、

学識経験者として大阪人間科学大学教授

１名、元西宮市立図書館職員を１名の計２

名。また、市民公募による委員として２名

の計１０名で構成されております。 

 続きまして、図書館の指定管理料の件で

ございますが、現在、市民図書館及び鳥飼

図書センターの管理運営を行っている指

定管理者につきましては公募による選定

を行い、平成２８年から平成３２年度まで

の５年間の指定を行っております。前回の

指定につきましては平成２３年度から平

成２７年度までの５年間の指定を行って
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おりまして、２期目というようになってお

ります。 

 平成２８年度の指定管理者の指定に伴

いまして、指定管理料も変更となっており

ます。金額の端数につきましては、特に理

由はなく、指定管理者からの見積金額とな

っております。 

 なお、平成２７年度決算額の数字につき

ましては、５年間で消費税の増税等がござ

いましたので、そちらによって端数のほう

が発生しているというように考えており

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわりますご質問にお答え申し上

げます。 

 まず、国際理解教育推進事業の社会人講

師を派遣するまでの流れについてでござ

いますが、各校より提出された実施計画書

に基づき、各校の講師派遣実数を決定し、

各校では通知された派遣時数に基づき、社

会人講師に具体的な指導日時等の依頼を

行うという流れでございます。 

 それから、英語指導助手派遣業務委託料

の件でございますが、英語指導助手は５名

でございます。また、委託料増額の理由で

ございますが、前年度より英語指導助手の

派遣日数を４０日ほどふやしたためでご

ざいます。 

 次に、学校部活動等助成事業についてで

ございます。 

 中学校部活動指導者派遣の人数の件で

ございます。指導者派遣につきましては、

当該校が必要とする人材を見つけ、市教育

委員会に派遣を申請するという流れでご

ざいますが、昨年度、当該校は求める人材

を見つけることができなかったためでご

ざいます。 

 それから、中学校部活動助成金の件でご

ざいますが、助成金額は学校により異なり

ます。生徒数掛ける７００円という予算設

定金額を設けております。 

 次に、教育指導研修事業の件でございま

す。 

 自転車交通安全教室開催委託料の前年

度との決算額の差は、平成２７年度２回に

対し平成２８年度１回という開催数の違

いでございます。 

 それから小中学校校長会・教頭会の負担

金が、平成２７年度の決算に上がっていな

かった理由につきましては、平成２７年度

はともに教育総務部総務課所管の教育振

興費における一般事務事業として予算執

行していたためでございます。 

 続きまして、学校読書活動推進事業の読

書サポーターが休んだ場合の予備人員の

件でございます。予備人員は特に設けてご

ざいません。読書サポーターが年休等を取

得した際はサポーターのサポートなしに

教員が指導を行っているところでござい

ます。 

 次に、小中一貫教育推進事業のジュニア

ハートプログラム委託料の内容でござい

ます。中学校進学時の段差解消と人間関係

づくり、学級集団づくりの観点から行う中

学１年生を対象にした人間関係づくりの

トレーニングでございます。 

 次に、スクールソーシャルワーカー等活

用事業の前年度との賃金の違いです。こち

らにつきましては、昨年度、スクールソー

シャルワーカーを１名増員したためでご

ざいます。 

 それから、派遣回数は週２日とあり、非

常勤職員の側から見れば週４日勤務とあ

るその違いの件でございますが、各中学校
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区の拠点校には週２日スクールソーシャ

ルワーカーを派遣いたしましたが、スクー

ルソーシャルワーカー個人から見れば、１

人で２中学校区を担当いたしましたので

週４日が主な勤務となります。 

 次に、学力向上支援事業の報償金の件で

ございます。平成２７年度の決算が大きく

ふえている理由でございますが、平成２８

年度は前年度非常に困難だった人材の確

保が進んだためでございます。 

 続きまして学力向上推進事業の学習プ

リント活用補助員の校数増の件でござい

ます。 

 導入初年度の平成２７年度の実施では、

課題はございましたが当時一定の成果が

見られましたので、もう一校ふやすことで

さらに検証を深めたいという狙いがござ

いまして１校追加したところでございま

す。他校には配置をしておりません。 

 また学力定着度調査委託料の委託内容

でございますが、国語と算数の学力定着度

及び学習状況等を把握するための質問紙

調査について問題作成、採点、集計、分析

等を業者に委託しております。 

 次に、いじめ問題防止対策推進事業です。 

 いじめ防止対策委員会は、学識経験を有

する者、弁護士、臨床心理士等５名で構成

しております。定期的に年２回開催し、そ

のほかいじめの重大事案が発生した際に

は別途臨時的に開催をするものでござい

ます。 

 続きまして、校内研修推進事業でござい

ます。 

 校内研修の内容やどういった形で支払

われる補助金なのかということですが、学

力向上等にかかる講師謝金や研究発表の

資料作成等でございます。 

 流れでございますが、各校より提出され

た計画書に基づき、各校の補助額を決定・

通知し、年度初めに各校より提出された申

請書に基づいて補助金を支払う形でござ

います。 

 次に、防災教育推進事業でございます。 

 視察に行きましたのは石川県能登町立

小木中学校でございます。当該校は、本市

の防災アドバイザーである片田教授にご

紹介いただいた防災教育に地域とともに

熱心に取り組んでいる学校で、避難経路の

案内板や案内路の夜間でも見える誘導灯

の設置などに取り組んでいる状況等を視

察いたしました。 

 次に、教職員人権問題研修事業でござい

ます。 

 実施時期は２月、３月ということでござ

いましたが、特に実施時期を定めていると

ころではございません。講師のご都合等に

より決定しているところでございます。 

 次に、小・中学校の教育用コンピュータ

ー事業の小・中学校パソコン保守委託料の

決算額がふえている理由でございますが、

平成２７年度で切れたソフトウエア、セン

ターサーバーの保守等を委託したためで

ございます。 

 それから、小・中学校器具費の内容でご

ざいますが、各小学校に４５台のタブレッ

ト型パソコン、中学校の全普通教室に電子

黒板機能内蔵のプロジェクターを整備し

たところでございます。主に動画視聴やデ

ジタル教科書の活用等を行っているとこ

ろでございます。 

 最後に、中学校教育用コンピューター事

業のシステム導入委託料の内容でござい

ますが、本市の中学校の成績処理方法に合

うシステムのカスタマイズ、様式の変更、

システムの保守等でございます。 

 以上でございます。 
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○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に係りますご質問にお答えいたし

ます。 

 まず決算書３６ページと決算概要８８

ページの教育・保育給付費負担金について

のご質問でございます。 

 歳入として国から入ってきます教育・保

育給付費負担金につきましては、子ども１

人当たりの教育・保育費に通常要する費用

として算定する公定価格から、国基準の保

育料を差し引いた額の２分の１が入って

まいります。 

 その保育料は、認定こども園や地域型保

育事業については自園で徴収することに

なりますが、保育所では市が徴収して教

育・保育給付費負担金と合わせてその保育

料も支払うことになります。この市が徴収

した私立の保育所の保育料で差が出てお

りまして、その金額が約２億円ということ

でございます。 

 その他といたしまして、本市で定める保

育料は、国基準よりも低く設定しておりま

して、その差分は市が負担することになり

ます。 

 そのほか、年度末に公定価格が改定され

た分については、国からの歳入に反映され

ておりません。この反映されておりません

分につきましては、今年度に歳入として入

ってまいります。 

 次に、決算概要８８ページ、民間保育所

等入所承諾事業の民間保育所等運営費補

助金の内容についてでございます。 

 内容といたしましては、経常経費補助と

いたしまして教育・保育給付費負担金の１

０％、その他嘱託医を配置した場合の手当

補助、それから損害賠償責任保険料に対す

る補助、延長保育を実施した場合の人件費

補助、地域の子育て家庭を対象に実施する

親子教室、子育て相談にかかる人件費の補

助がございます。 

 次に、業務効率化推進事業費補助金の内

容についてございます。こちらにつきまし

ては、保育所等におけるＩＣＴ化を推進し、

保育士の業務軽減を図るとともに、ビデオ

カメラ設置により事故防止や事故後の検

証の体制強化を図ることで保育の質を確

保するものでございます。 

 次に、同事業の教育・保育給付費負担金

の増加の理由についてでございます。こち

らにつきましては、平成２８年度よりポポ

ラー大阪南千里丘園が認可外から認可に

移行したこと、それから小規模保育事業所

が１園開園したことが大きな要因でござ

います。また、国が定める公定価格の単価

上昇も増加となった要因でございます。 

 次に、子ども・子育て支援事業の子ども・

子育て会議の人数、それからメンバー構成、

開催回数についての質問でございます。 

 人数につきましては１６名で、子どもの

保護者や事業者を代表する者、労働者を代

表する者、子育て支援事業従事者、学識経

験者などで構成されております。 

 平成２８年度は、保育所等の利用定員や

小規模保育事業の認可、それから山田川公

園における保育所等の整備などの案件を

審議するため、３回開催しております。ま

た、小規模保育事業の選定を行うため、部

会を設けて意見を伺っておりまして、これ

を１回開催しております。 

 次に、民間保育所等施設整備補助事業の

選定委員についてのご質問でございます。 

 平成２７年度の保育所民営化に係る事

業者選定委員報酬につきましては、正雀保

育所民営化に伴う事業者選定にかかる委

員報酬でございます。 
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 一方、平成２８年度の民間保育所等設置

運営事業者選定委員会委員報酬につきま

しては、山田川公園内の保育所等整備の事

業者選定にかかる委員報酬でございます。 

 次に、保育所等入所事務事業のコンビニ

収納代行業務委託の質問で、いつから実施

したかということでございますけれども、

こちらにつきましては平成２４年度から

実施しております。 

 また、電話催告等業務委託につきまして

は、新館２階の市民税課横にコールセンタ

ーを設置しております。このコールセンタ

ーにおきまして、滞納されており電話番号

を把握している方に対しまして、平日昼、

それから夜と土曜に納付勧奨を行ってい

るものでございます。 

 次に、決算概要の９０ページ、保育所管

理運営事業についてでございます。 

 この中のデマンド監視装置の内容でご

ざいますけれども、このデマンド値とは電

力会社の電気料金算出に使われる電力値

で、３０分単位における平均電力をあらわ

します。電気料金の基本料金には、過去１

年間のデマンド値の最大時が適用されま

す。 

 したがいまして、一度でも大きなデマン

ド値が計測されると、以降１年間の電気料

金に大きく影響されることになります。 

 このデマンド監視装置ですけれども、目

標デマンド値の超過が予想される場合は、

警報により通知し、電気の使用量を調整す

ることでデマンド値の抑制を図ることを

目的にしたものでございます。 

 次に、過年度還付金の内容でございます。

これは、子育て総合支援センター遊戯室使

用料の過年度の還付でございます。 

 具体的には、平成２８年３月に６月の使

用分を受け付けいたしまして、使用料を徴

収しましたが、６月に入ってから使用中止

になったことから過年度還付したもので

ございます。 

 次に、決算概要１５２ページ、幼稚園管

理運営事業の自動車借上料及び通行料等

の内容についてでございます。 

 こちらにつきましては、公立３幼稚園の

通園バスと秋の遠足用の送迎バスの借上

料でございます。 

 通園バスとしましては、せっつ幼稚園、

とりかい幼稚園、べふ幼稚園で各１台を借

り上げており、年間で１，１５０万円ほど

で、それから、秋の遠足用の送迎バスとし

て６４万円ほどという内訳になっており

ます。ルートにつきましては、せっつ幼稚

園ととりかい幼稚園が２ルート、べふ幼稚

園が１ルートでございます。 

 続きまして決算概要１５４ページ、こど

も園管理運営事業についてでございます。

こちらの修繕料の内容ということでござ

いますけれども、べふこども園におけるワ

イヤレスアンプの修繕でございまして、７

月に実施したものでございます。 

 また同事業のこども園器具費の内容に

ついてでございますけれども、こちらにつ

きましてはＡＥＤ、それから業務用掃除機、

プリンター、電子ピアノなどの更新をした

ものでございます。 

 最後に、私立幼稚園就園奨励費補助事業

の就園奨励費システム改修委託料の内容

についてでございます。 

 こちらにつきましては、制度改正に伴う

システム改造経費でございまして、多子世

帯の保護者負担額軽減措置、それからひと

り親世帯等の負担額軽減措置に係るシス

テム改造を実施したものでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 大﨑参事。 
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○大﨑教育支援課参事 教育支援課にか

かわりますご質問のうち、１点目及び３点

目についてお答えいたします。 

 決算概要１３８ページ、研修事業の費用

弁償のご質問につきましては、対象者は各

小・中学校の教員各１名でございます。管

外視察研修の効果といたしましては、教員

自身が新教育課程や現代的な教育課題に

ついて、学んだことを報告や提案すること

により共有し、各学校での実践に生かされ

ていることが上げられると捉えておりま

す。 

 同じく１３８ページ、適応指導教室事業

の報償金のご質問についてお答えいたし

ます。有償の学生ボランティアさわやかフ

レンドへの報償金でございます。 

 決算額が低くなった背景には、近年、保

護者の方が就労されているご家庭も多く、

登校しにくい児童・生徒への家庭訪問によ

る支援を行う家庭派遣、また各小・中学校

に学習サポーター等の配置がされている

ことも関連し、学校派遣への回数が減って

いるためと捉えております。 

 もう一点、学校教育相談員配置事業にか

かわります教育指導嘱託員の人数は３名

でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 引き続き、教育支援

課にかかわりますご質問にご答弁申し上

げます。 

 決算概要１３８ページ、教育相談事業に

関する質問でございます。職員の配置人数

と業務内容でございますが、教育指導嘱託

員は１名、経済的な理由により進学及び修

学困難な市民に対する相談にかかわる者

でございます。 

 臨床心理士指導員１名、教育相談及びス

クールカウンセラーのスーパーバイズを

行う者でございます。 

 教育支援嘱託員２名、適応指導教室に通

室している児童・生徒の活動を支援する者

でございます。 

 心理相談員８名、小学校スクールカウン

セラー及び教育センターのカウンセラー

でございます。 

 心理判定員２名、就学後の児童・生徒の

発達検査を実施する者でございます。 

 続きまして決算概要１４０ページ、施設

維持管理事業のＰＣＢ廃棄物調査運搬委

託料に関するものでございます。教育セン

ター高圧受電設備内の絶縁油の中のＰＣ

Ｂについて分析調査を委託したものでご

ざいます。 

 同じく１４０ページ、一般事務事業の庁

用器具費の内容でございます。書棚を１台、

それから２階事務室のブラインドの購入、

それから３階廊下のカーテン、教育センタ

ー職員が使いますＰＣを購入したもので

ございます。 

 決算概要１４２ページ、特別支援教育推

進事業の教育指導嘱託員でございます。人

数は１名で、特別な支援を要する幼児・園

児の就学に対しての相談にかかわる者で

ございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは２回目の質問

ですけども、少しだけ気になるとこだけ絞

って質問させてもらおうと思います。 

 まず教育委員会総務課の分についてで

すけども、まず小学校管理運営事業の手数

料の内容については、クリーニング代やピ

アノの調律費用ということで、手数料いろ

いろ種類ある中でピアノの調律費用なん

かも手数料に含まれるんやと思っている



- 32 - 

 

ところでありますけども、中身については

わかりました。 

 続いての土地借上料についても千里丘

小学校３筆、鳥飼小学校１筆の借地をお借

りしているということで理解いたしまし

た。 

 次の小学校施設運営事業の手数料、水道

法定検査費用ということで４校の分につ

いてということで理解いたしました。 

 次の特殊建築物定期調査委託料につい

てですけども、３階以上で２，０００平米

以上で３年に一度検査を受ける必要があ

るものという内容であったかと思います

けども、内容についても理解いたしました。 

 続いて、小学校施設改修事業の繰り越し

た理由についても、学校施設環境改善交付

金という中で３分の１補助を受けるとい

うことで、前倒し可能と通達があって次年

度への繰り越しが可能ということの内容

であったかと思いますけども理解いたし

ました。 

 次の小学校理科教育等設備整備事業で

購入したもの、実験器具、温度測定用具等

幾つかあったと思うんですけども、最後に

理科教育等設備整備費補助金対象備品の

内容説明時に算数では実験実習器具とか

計算機具とか内容の解答があったんです

けども、今回、決算の中では理科というこ

とであったんですけども、算数もあって、

算数の場合もまたそういうことが出てく

るのかどうかというのが答弁の中にあっ

たので、わかれば教えてほしいと思います。 

 小学校保健事業で日本スポーツ振興セ

ンターの負担金の件ですけども、掛金が９

２０円で半分が公費、半分が保護者で負担

するということで話があったと思うんで

すけども、決算額が４０２万７５円という

中で、多分４６０円を掛けるだけの数字で

はなくてほかに４０２万７５円になる数

字があるのかなと思いまして、簡単で結構

ですのでその中身について教えていただ

けたらと思います。 

 次に、小学校検診事業について。構成委

員については校長先生や養護教諭等、医師

も含まれた内容ということで理解いたし

ました。 

 どういったときに行われるかについて

も、学校区の判断により精密検査が必要と

判断された場合というところで、内容等を

お聞きしまして理解いたしました。 

 教職員健康管理委託料のところについ

ても、ストレスチェックの部分が義務づけ

られて平成２８年度からされているとい

う内容で理解いたします。 

 小学校給食援助事業のところについて

の決算額の減額については、就学援助率の

低下ということで２８％から２５％に下

がっているという内容で理解はいたしま

した。 

 次の小学校給食事業について、今の委託

状況については鳥飼西小学校、鳥飼北小学

校、味舌小学校、摂津小学校、千里丘小学

校で、今後については、状況を見ながら検

討していくということで理解しました。 

 次の給食調理場備品更新事業のところ

については、食器洗浄機や保管庫を買われ

ているということです。 

 小学校支援学級運営事業のところにつ

いても、支援学級での備品、パーテーショ

ン、フロアマット等を買われているという

ことで理解いたしました。 

 次の摂津小学校校舎増改築の内容につ

きましても、今回、鉄骨造３階建ての１８

教室の新築を行っていくという内容で理

解いたしました。 

 次の中学校管理運営事業についてです
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けども、まず土地借上料については水路近

辺の国有地を借りているということを理

解いたしました。 

 中学校器具費については実験器具や体

育指導用品などを買われているというこ

とでした。理解いたしております。 

 次の中学校施設運営事業の燃料費です

けども、まだストーブを使っているという

ところ、決算の数字を見ていたら結構予算

あるという形で思っていたんですけども、

内容については理解しました。 

 次の学校管理委託の内容について、シル

バー人材センターへいろいろ電話の対応

等をお願いしているということで理解い

たしました。 

 次、中学校排水設備工事の内容について

ですけども、第四中学校の合併浄化槽を撤

去するということで、もともと年度当初か

ら決まっていて７月から８月にかけてさ

れたということで、内容については理解い

たしました。 

 中学校理科教育等設備整備事業につい

ては、実験用具等を購入されているという

ことで理解しました。 

 次、中学校生徒医療費助成事業について、

子ども医療費助成制度が充実されている

こともあって、決算額が少なくなったとい

うことで話がありましたけども内容につ

いてはわかりました。 

 中学校給食事業の過年度還付金の内容

について、説明で少しわかりにくかったん

でもう一度お聞きするかもしれませんけ

ど、６，０００円または１万８，０００円

を事前に払われるということで、平成２７

年度分を平成２８年度で過年度還付した

という内容やったと思うんですけど、平成

２７年度で終わっている人の分について

は、平成２７年度で恐らく歳入で還付する

ような形やったんですけど、ここの内容は

どういうあれですかね。平成２７年度中に

払っていて、平成２８年度も使うことがで

きるけども結果的に使わへん、残ってしま

ったから過年度還付するしかないってい

うことでよかったのかどうかっていうの

を再度お聞きしたいと思います。 

 それとこの決算額４７万８，４００円っ

ていう数字ですけど、給食費って１食３０

０円やと思うんですけども、この金額が３

００円で割れない金額になっておりまし

て、何かほかにそれ以外の用途とかがある

のであればお聞かせいただきたいと思っ

ています。 

 次に、幼稚園施設運営事業の修繕料につ

いては、予算を組むときに結構下げたとい

う形の割には修繕料が足らなかったって

いうことがありましたので、修繕料って結

局どれだけ発生するかってわからないの

が修繕料であって、予算組みは大変難しい

と思うんですけども、その中でまた予算組

みについても考えていただけたらと思い

ます。要望しておきます。 

 園庭整備委託料については、当初１４万

１，０００円あったけどもという話で、修

繕料が足りなかったのでということやと

思うんですけども、内容については理解い

たしました。 

 市史編さん事業の内容についてですけ

ども、人数の内訳について理解いたしまし

た。 

 その次の保険料の決算額ゼロとなった

ということは、今回については簡易な撮影

があったためで、調査員にけがが発生しな

かったということで理解いたしました。 

 最後の業務委託料の市史編さん史料撮

影等業務委託料の内容についても、専門的

な取り扱いが必要の委託料であるという
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ことから内容を理解いたしました。 

 最後、学童保育の維持管理事業について、

修繕内容については窓ガラスの修繕とか

空調機の修繕などということで理解いた

しました。 

 教育委員会総務課については以上です。 

 次、子育て支援課ですけども、まず嘱託

員賃金については説明ありましたように、

嘱託員が３名から４名になったというこ

とで増額になっているということで理解

いたしております。 

 次のシステム保守委託料ですけども、市

のホームページで中に入っていって見て

いくことができるというようにお伺いし

たんですけども、今わかるのかどうかわか

らないんですけども、アクセス数というの

がどれぐらいあるかというのをお教えい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 機器更新委託料と保守委託料の内容に

ついては、５年たって機器の更新が必要と

なっているためということで、そういった

内容であったと思うんですけども理解い

たしております。 

 その下の自動車借上料、通行料等につい

てですけども、親子教室で遠足があってバ

スの借上料っていう内容であったと思う

んですけども、それについても理解いたし

ました。 

 その次の事務報告書３１５ページの再

受付の人数について答弁があったと思う

んですけども、結果的に年度を見てもばら

つきがあってということですけども、３人

から５４人になってということがありま

すし、一般相談利用人数についてもふえて

いる中で今相談を受ける職員、職員でない

かわからないですけどもその職員体制に

ついてどんな感じでしょうか。そのあたり

をお教えいただきたいと思います。 

 次に、子育て支援短期利用事業の委託料

について、決算が減った分については平成

２７年度が５１日あったのが平成２８年

度は１７日ということで、利用日数が減っ

たことによって決算額が減ったというこ

とで内容は理解いたしました。 

 ファミリーサポートセンターの運営事

業について１時間当たり７００円という

ことで話があって、今回この対象となる人

がいなかったという答弁だったと思うん

ですけども、それについても理解いたしま

した。 

 次が児童センターの備品についてです

けども、ＡＥＤの買い替え１台分というこ

とで理解しました。 

 児童センターの４月の多い理由につい

ては、児ーセンまつりが４月にあってそれ

が４月の多い形につながっていっている

ということだったと思うんですけども、そ

れについても理解いたしました。 

 児童発達支援センターの運営事業の備

品についてもＡＥＤの買い替えと、システ

ムプールの老朽化で買い替えたものとい

うことで理解いたしております。 

 児童手当給付事業、児童扶養手当給付事

業についてですけども、随時支払の内容に

ついては転出等で支払いを待たずに支払

う者があるという答弁だったと思うんで

すけども、それについても理解いたしまし

た。 

 次のひとり親家庭自立支援給付金の決

算額がふえたことですけども、制度周知が

あって利用者がふえたことで、結果的に決

算がふえたという内容であったと思うん

ですけども理解いたしました。 

 子ども医療費助成事業のシステム改修

委託料について、大体半分ぐらいに決算が
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なったんですけども、平成２７年度は医療

証の発行とかの改修、平成２８年度もデー

タ検証等の改修という説明をいただいて、

その中身について金額が半分ぐらいにな

るものなのかなっていうことは思ったん

ですけど、そういった内容で理解させてい

ただきます。 

 次、ひとり親家庭の医療費助成について

の事務報告のことについてですけども、１

１月に人数が減ってということで１１月

から１０月の１年っていうことで、所得基

準が超えたこととかもあってそこで減っ

たことはわかるんですけども、わかればで

結構ですけど１１月、１０月のところにつ

いては、そこがほかの１０月、９月やった

らあかんのとか８月、７月やったらあかん

のかとかというところが何でかと答弁を

聞いて思ったので、わかればでいいですけ

どお教えください。 

 次の小中学校通学区事業についてです

けども、自治会長やＰＴＡ会長、学校長の

関係者で２０人以内でということで、通学

区域を定めるときに開催されるという内

容で理解いたしました。 

 最後に交通専従員業務についての話で

すけども、ＰＴＡ、保護者から危険箇所の

報告とか、ＰＴＡの方、地域の方の考えと

かを聞いて関係機関とも調整していくと

いう内容で理解させていただきます。 

 子育て支援課については、今聞いた内容

でお願いします。 

 次に、生涯学習課ですけども、大体聞い

た内容で理解させてもらっているんです

けども、まず学校体育施設開放事業の運営

委託の内容ですけども運営委託、運営委員

会への事業委託、シルバーへの照明管理委

託という内容で理解しました。 

 過誤還付金の内容については、中学校で

６００円と、ＰＴＡ協議会が１０割減免に

なるけど４割減免になって後で調査した

ら要りませんでしたよという話であった

と思うんですけども、そこの内容について

も理解いたしました。 

 それと次の社会教育委員報酬のメンバ

ー構成の話で、学校長から１名、社会教育

関係者からということでこども会育成連

絡協議会とほかの団体から計７名という

ことでご答弁があったと思うんですけど

も、そのほかの団体についておわかりでし

たら教えてください。キッズぽてとから１

名と教授から１名ということの内容で理

解いたします。 

 次のこどもフェスティバル開催事業の

運営委託料の内容については、警備委託料

とか音響業務委託とか草刈りの委託料と

か内容があって理解したんですけども、一

つ仮設の橋を設置する委託料が３６万円

とあったと思うんですけど、これいいこと

やとは思うんですけど今までなかったと

きは飛び石を渡っていたんですか、どこを

渡ってたんか僕わかんないですけど。いつ

ごろからされたって言われたかもわから

ないですけど、どういった経緯でこの仮設

の橋について、悪いことで言っているとい

うわけではないので、わかればお教えいた

だきたいと思います。 

 成人祭の件についてですけど、対象者は

中学校区によって特に差異は見られない

という話だったんですけども、１個だけ聞

きたいのが、１２月１日現在の住民登録で

ということですけど、今他市に出ていて昔

小学校、中学校とかずっとこっちにいてい

たので、行きたいんですっていうように今

他市に転出された人でも行きたいと言わ

れる方っておられると思うんですけども、

別に恐らく断るようなことはしてないと
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思っているんですけど、そういうことで行

きたいんですとかってもし言われたらど

ういう形で対応しているのかということ

をお聞きしたいと思っていますので、それ

についてもお願いします。 

 青少年リーダー養成事業の委託内容に

ついては、大阪府青少年活動財団にキャン

プ等の内容で委託していますと。あとは摂

津市こども会育成連絡協議会にも委託し

ているという内容で理解しています。 

 青少年指導員事業についてですけども、

人数については各中学校区で１２人程度、

多くても１６人程度ということで話があ

りましたので理解いたしました。 

 指導員の業務内容についてですけども、

社会環境実態調査とかいろいろ書籍の自

動販売機の調査とかいろいろあってたく

さんあるということで中身については理

解いたしております。 

 次に、生涯学習フェスティバル開催事業

の内容について、警備委託料とか照明業務

の委託料とか草刈りとかそういった内容

であったと思いますけども、一定理解をい

たしております。 

 こどもフェスティバル費用器具の借上

料で、平成２８年度から従来のレンタルに

戻してということで、その借上料の内容に

ついて聞き方がおかしかったのかもしれ

ないので、平成２７年度決算に比べて平成

２８年度決算が倍になっているというこ

とで、内容を戻したこととかの内容で僕の

聞き取り方が悪かったかもしれないので、

もう一度、ここ数年の借上料の移り変わり

について、再度ご説明をお願いします。 

 家庭教育学級の運営委託料の内容につ

いてですけども、団体に年額４万円の委託

料を払っていて、講習会の講師謝金等に充

てられているという内容であったと思う

んですけども理解いたしました。 

 せっつ生涯学習大学事業のことについ

てですけど、結局、大学のほうで１０名い

て１３回の連続講座を受けた人の中から、

１０名の中から７人の人が大学院に行っ

て３回受けられたということやったと思

うんですね。だから、僕どういうふうなこ

とかわからなかったのは、その１０名と７

名とかが人が変わるんか変わらへんかと

いうことも理解してなかったので、１０名

で１３回受けた人の中から７人がその大

学院で３回受けたことで理解いたしまし

た。 

 公民館まつり事業についてですけども、

開催時期等の話についてですけども、いろ

いろ個別にいえばちょっとしたことで回

答が欲しいというふうな意見はあるけど

も、特に委員会のほうから要望はないとい

うことでありますので理解いたしており

ます。 

 公民館の講座開催事業についてですけ

ども、１３９講座で１５９人ということで

ありますので理解いたしました。 

 公民館器具費については消火器、故障し

た冷蔵庫、ホワイトボードの購入というこ

とでわかりました。 

 次に、公民館運営事業の公民館運営委員

会のメンバー構成の部分で、これも先ほど

と同じように社会教育関係者のところで

ＰＴＡ協議会ほか６名ということだった

んですけども、ほかの団体に内容がわかれ

ばお教えください。 

 次に、社会教育指導嘱託員の報酬で非常

勤特別職から非常勤一般職に変更すると

いうことでそういった形になって、別府公

民館に勤務されていた２名については別

府コミュニティセンターに移ったことだ

けで、特に変更はないということであった
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と思いますのでその辺については理解い

たしました。 

 図書購入費については、千里丘公民館が

ことしの６月からでということで５，００

０冊、平成２７年度中に前もって買うたの

で、平成２８年度は本来の業務ということ

で金額については平成２７年度だけ多く

なったということで理解いたしました。 

 公民館施設改修事業ということで、繰り

越された分の内容についてですけども、排

水設備の老朽化がわかったということで、

繰り越された割には１か月間でというの

が、うまいこと繰り越されたのかどうかの

が説明の中であったんですけども、理解し

ておきます。 

 文化財保護審議会委員の報酬について

は、大学教授や准教授、学芸員とかですね、

専門的見地のある委員で構成されている

ということで。 

 わかればでいいんですけども、最後のほ

うに答えていただきました平成２７年度

平成２８度は決算額はゼロ円なのでない

んですけども、明和池公園の遺跡説明板と

かの内容について、もしいつごろされたと

かというのがわかれば教えていただけれ

ばなと思っています。 

 文化財保存等事業補助金については、金

剛院不動明王像の修繕とかに補助を行っ

ているということで内容については理解

しました。 

 図書館等の協議会の委員については、１

０名の内訳については理解いたしました。 

 あと指定管理の問題についても、平成２

８年度からということだったんですね、ど

こで区切れているのかがわかってなくて、

平成２３年度から平成２７年度、平成２８

年度から平成３２年度であるということ

で、内容についても理解いたしました。 

 生涯学習課について２回目は以上です。 

 次に、学校教育課ですけども、まず社会

人講師の派遣のお話ですけども、指導を依

頼している社会人講師に連絡をとって具

体的な日時と内容を依頼するということ

だったんでありますけども、内容について

理解しております。 

 英語指導助手は全員で５名ということ

だったんですけども、これは学校に１人ず

つということで、中学校に１人ずつという

ことでよろしいんですかね。確認ですけど、

そこをお願いします。 

 委託料については、４０日間ふやされた

ということがあったので、委託料がふえた

ということの内容で理解しています。 

 中学校部活動指導者派遣の問題につい

ても、今回でいえば四中ですか、当該校が

求める人材を見つけることができなかっ

たということからゼロになったというこ

とで理解いたしています。 

 中学校部活動の助成金の内容について、

生徒数掛ける７００円っていうことであ

ったんですけども、学校ごとに入部してい

る生徒数というのは違うと思うんですけ

ども、何人いてもっていうことで７００円

掛けていいのかどうかっていうのがわか

らなかったので、上限とかそういう形を設

けているのかどうかだけお願いします。 

 教育指導研修事業ということであった

んですけども、平成２７年度は２校開催し

て、平成２８年度は１校開催されていてと

いうことですけども、確認ですけども平成

２６年度も２校やって、最後はこの１校で

終わりという形なのかどうか、確認でお願

いします。 

 小中学校校長会・教頭会負担金の分につ

いては、昨年度までは総務課所管にあった

ということで理解いたしました。 
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 学校読書活動推進事業で予備人員の話

ですけどもどうなんですかね。いろいろ休

みをとられることもあるとは思うんです

けども、休んだ後の対応は担当教員でやっ

ているということやと思うんですけども、

その辺がうまいことできているかどうか

というのがわからないので、よければどう

いうふうな感じでということで中身を教

えていただければと思います。 

 次、ジュニアハートプログラムの内容に

ついてですけども、中学校１年生を対象に

進学時の段差解消と人間づくり等という

ことで、内容については理解いたしました。 

 次のスクールソーシャルワーカー等活

用事業ですけども、ふえている理由につい

ては１名ふえたということでそれは理解

したんですけども、現状、今年度は１名ふ

えて何名になったかということだけ説明

を願いします。 

 事務報告書の派遣回数が週２日で週４

日８時間勤務ということで、１人２中学校

担当しているから週４日勤務になります

という内容については理解いたしました。 

 学力向上支援事業の報償金についても、

人材確保が進んだため決算額がふえたと

いうことで理解いたしております。 

次に、学力向上推進事業の学力プリント

活用補助員について、平成２７年度は２校、

平成２８年度は３校、平成２７年度はモデ

ル的に２校で、平成２８年度は３校にふや

したことの内容で理解いたしました。他校

には配置してないという内容だったと思

うんですけども。 

 次に、学力定着度調査委託料についてで

すけども、国語、算数の学力定着度という

ことで学習状況等を把握するための質問

紙調査ということですけども、何年生から

何年生ということでの答弁がなかったか

と思われますので、そこについてはお願い

します。 

 いじめ問題防止対策推進事業について

ですけども、委員構成については学識経験

者、弁護士、臨床心理士の５名でというこ

とで、定例的に２回開催しているというこ

とで、聞いていいかどうかわからないです

けどもいじめの重大事案が発生した際に

は別途開催していますみたいな答弁はあ

ったんですけども、開催するようなことと

いうのがあったのかどうかっていうのが、

わかんないですけども答えられる範囲で

お願いします。 

 校内研修推進事業の補助金について、各

学校から出された計画書に基づいて決定

して補助金を支払う形をとっているとい

うことで、内容については理解いたしまし

た。 

 防災の分についてですけども、片田先生

の紹介でということで石川県の中学校へ

視察されたということで、避難経路の案内

板とか案内路の誘導灯の話とかされたん

ですけど、もう少し詳しく説明できればお

願いしたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 教職員の人権問題の研修についての内

容について、別に２月にするとか３月にす

るとか時期については定めてないという

ことで、講師の都合によって決めています

ということで内容については理解いたし

ました。 

 小学校教職員用コンピューター及び中

学校教職員用コンピューターについてで

すけども、ソフトウエア、サーバーの保守

ということで保守委託料がふえていると

いう内容で理解いたします。 

 小・中学校の器具費、小学校に４５台の

タブレット、中学校の全教室にプロジェク
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ターということであったんですけども、置

いたことによってよくなっているんでし

ょうけど、どういうような形で変わってい

っているのかというところについて２回

目をお聞かせいただきたいと思います。 

 中学校教育用コンピューター事業のシ

ステム導入委託料については、本市の成績

処理方法に合うシステムのカスタマイズ

とシステム保守委託をしているというこ

とで、内容について理解いたしました。 

 学校教育課については以上です。 

 こども教育課の内容についてですけど

も、正直に言いますとこの教育給付費の負

担金で１７億７９０万円あって、１４億円

との差について保育料が２億円という話

もあったと思うんですけども、この場では

説明し切るのは難しいのかなと思います

ので、また改めてお伺いすることにします。 

 民間保育所等入所承諾事業の運営費補

助金で、負担金は恐らく昔から１０％であ

って、嘱託員を配置したときの補助である

とか損害保険料に対する補助であるとか、

内容については理解いたしました。 

 その次の業務効率化推進事業費補助金

の内容についても、保育所等におけるＩＣ

Ｔ化の推進などですね、中身については理

解いたしました。 

 教育・保育給付費負担金、１億円ほどふ

えている要因でポポラー大阪南千里丘園

が認可に変わったことと、小規模保育事業

所が１園開園したということですけども、

その１園開園したところがどこだったの

かということだけ答弁をお願いします。 

 次は、子ども・子育て会議の委員のメン

バー等についてですけども、保護者、事業

主を代表する者と言われたんですけども

子どもの保護者、どういった形で保護者が

選ばれているのかということがわかれば

教えてください。 

 民間保育所の設置運営事業選定委員会

の内容についてですけども、平成２７年度

の保育所民営化に係る事業者選定委員は、

要は正雀保育所の民営化に伴う事業者選

定で、平成２８年度は山田川公園内の保育

所等の整備の事業者選定で、内容について

は全く別物であるというように理解いた

しました。 

 次のコンビニ収納代行の業務について

のことですけども、平成２４年度からって

いうことだったんですけども、電話催告で

恐らく答弁どおりやと思うんですけど、平

日昼・平日夜・土曜にもという話があった

と思うんですけども、平日夜とか土曜にも

ということが間違いないのかだけ確認を

お願いします。 

 徴収率の問題ですね、コンビニ収納する

ようになったことで保育料の徴収率が上

がったのかどうか、ここ最近のコンビニ収

納にしてからの状況についてわかればお

聞きしたいと思います。 

 保育所管理運営事業のデマンド監視装

置の内容についてはわかるようでわから

んような感じだったんですけど、理解して

おきます。 

 過年度還付金の分についてですけど、３

月に受け付けして６月使用分という話だ

ったと思うんですけども、今全体的にその

施設とかが３か月前からとか６か月前か

らとか、いろいろあると思うんですけど、

今回のこの分については、何か月前から受

け付けできる分かっていうことだけお聞

かせ願いたいと思います。 

 幼稚園管理運営事業の約１，２００万円

の借上料等の分については、通園バスで、

せっつ幼稚園、とりかい幼稚園、べふ幼稚

園が各１台ということで理解はいたしま
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した。 

 こども園の修繕料については、ワイヤレ

スアンプの修繕で７月にしたということ

で理解いたしました。 

 こども園器具費の内容についてはＡＥ

Ｄ、掃除機、プリンター、電子ピアノなど

を買い替え、更新したということで理解し

ました。 

 最後の私立幼稚園就園奨励補助事業の

改修委託について、制度改正による改造経

費でという内容で、中身については理解い

たしました。 

 こども教育課については以上です。 

 最後に教育支援課ですけども、まず費用

弁償の分について、管外視察で小・中学校

教員対象１名ということで、視察効果につ

いても今おっしゃっていただきました内

容については理解いたしております。 

 順番は変わりますけども、教育相談事業

についての教育指導嘱託員ほか、臨床心理

士、教育支援嘱託員、心理相談員、判定員

についてですけども、人数と内容について

は理解しております。 

 適応指導教室事業についてですけども、

さわやかフレンドに支払われているとい

うことで、学校派遣回数の減少に伴って報

償金の金額については減ったというよう

なことで理解いたしました。 

 施設維持管理事業についてはＰＣＢの

件についてですけども、教育センター内の

絶縁油の分析調査で委託されているとい

うことで理解いたします。 

 一般事務事業の庁用器具費については

書棚、ブラインド、カーテン等で理解いた

しました。 

 学校教育相談員配置事業の嘱託員数が

３名と特別支援教育推進事業の人数が１

名ということでありましたので理解いた

しました。 

 教育支援課については２回目なしで行

きます。以上です。 

○水谷毅委員長 私のほうから２点確認

があるんですけども、生涯学習課における

千里丘公民館に５，０００冊、本を入れた

というのはことしなのか昨年なのか。 

 もう一点はクラブ活動の助成金につい

てですけども、生徒数掛ける７００円なの

か部活動を実際に行っている方に対する

７００円なのか、その２点を担当課からお

願いします。 

柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 公民館の図書購入

費でございますが、平成２８年６月に千里

丘公民館がリニューアルオープンいたし

まして、その際に読書コーナーで設置する

図書の購入を行っておりますが、これにつ

きましては平成２７年度購入というよう

になっております。したがいまして、平成

２７年度決算が一時的に多くなっており、

平成２８年度については通常の図書購入

費の数字に下がっているということにな

っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 もう一点、クラブ活動の

ほうは学校教育課、野本課長。 

○野本学校教育課長 中学校部活動助成

金にかかわります生徒数掛ける７００円

の生徒数といいますのは、在籍生徒数でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 そうしたらクラブ活動

に参加している方じゃなくて、実際の生徒

数でよろしいですか。 

 野本課長。 

○野本学校教育課長 はい。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 
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（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時３０分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 休憩前に引き続き、答弁を求めます。 

 藤原総務課長代理。 

○藤原総務課長代理 それでは、楢村委員

の２回目のご質問に関しまして、小学校理

科教育等設備整備事業及び小学校保険事

業に関する内容についてお答えさせてい

ただきます。 

 まず１問目の小学校理科教育等設備整

備事業における小学校器具費において、算

数に関する備品についても補助の対象に

なるというご答弁をさせていただいた内

容についてのご質問だったというように

理解しております。備品購入の対象となる

補助金につきましては、理科教育等設備整

備費等補助金という基準となる法律が理

科教育振興法という名称になっており、理

科という名称が表に出ているんですが、実

際の補助の対象といたしましては、理科及

び算数、数学に関する教育の振興を図ると

いうものになっておりますので、先ほどの

答弁の中でも算数に関する備品について

も対象となるというような形でのご答弁

をさせていただきました。ちなみに、今年

度千里丘小学校におきまして、数と計算の

説明器具としまして、マグネットシート等

の備品のほうを購入させていただいてお

ります。 

 続きまして、２点目の日本スポーツ振興

センターの負担金、決算額からいいますと、

端数が出ているので、先ほどの私の答弁内

容で計算をすると計算が合わないという

ようなご趣旨だったというように理解を

しております。私の答弁で一部説明が抜け

ておりました。申しわけございません。独

立行政法人日本スポーツ振興センター法

施行令におきまして、補助率といいますか、

負担率というのが決まっていますが、学校

の設置者の過失が問われる場合がござい

ますので、１人あたり２５円の免責特約に

加入をしております。免責特約について、

先ほどの説明で抜けておりましたので、追

加でご答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 引き続きまして、総務課

にかかわります決算概要１５２ページの

中学校給食事業の過年度還付金について

のご質問に対して答弁をさせていただき

ます。 

 こちらにつきましては、平成２８年度に

卒業をされた生徒の方にかかる給食費で

ございますが、平成２７年６月からスター

トしたときに、６，０００円、１万８，０

００円の払込票を使って入金をしていた

だいておりました。その分で給食費として

使われなかった残金の分が平成２８年度

に繰り越されたということでございます。

中には年度途中で、利用停止を希望されて、

返還請求される方がいらっしゃいます。そ

ういった方であれば、平成２７年度で申し

ますと、平成２８年の出納閉鎖期間の５月

末までに返還請求された方は当年度の歳

入還付としてお返しさせていただく分に

なるんですけれども、繰り越して平成２８

年度で返還させていただいたということ

で、会計処理といたしましては、歳出還付

という形での処理となるということでご

ざいます。対象者７７名いらっしゃいまし

たけれども、そのうちの７６名の方が卒業

による精算での返還、残り１名の方が年度

途中での利用停止希望によっての返還と

いうこととなっております。 
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 もう一点、この過年度返還金、今回の決

算額が４７万８，４００円ですが、給食費

につきましては、１食当たり３００円とい

うことで、それでいくと割り切れないので

はないかといった内容のご質問であった

と思いますけれども、この４７万８，４０

０円の中で牛乳アレルギーの方がお一人

いらっしゃいまして、その場合は、３００

円のうち牛乳代として５０円が免除され

るということで、１食当たり２５０円で、

その方が２０食分としての５，０００円を

返還させていただいたということですの

で、そのような決算額となったということ

でございます。 

○水谷毅委員長 湯原課長代理。 

○湯原子育て支援課長代理 子育て支援

課に係りますご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず、子育て支援情報、せっつみんなで

子育てねっとのアクセス数でございます

が、市のホームページからのアクセス数は

月５０件程度となっております。 

 もう一点がひとり親家庭医療費助成制

度の対象者数の件でございます。ひとり親

家庭医療費助成制度につきましては、所得

制限があり、毎年所得判定を行った上で、

対象者の更新を行っております。対象有効

期間としては、大阪府制度に基づき、１１

月１日から翌年の１０月３１日の１年間

となっております。１０月と１１月を境に

対象人数に増減が生じるのは、所得判定に

よる更新の切りかわり時期によるもので

ございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 木下参事。 

○木下子育て支援課参事 それでは、家庭

児童相談室の相談体制についてのご質問

にお答えいたします。 

 家庭児童相談室の業務の大きな柱とい

たしましては、児童虐待防止対応と、それ

から心理発達相談のこの２つがございま

す。このうち、児童虐待につきましては、

新聞等でもありますように、国において非

常に増加傾向というふうな状況でござい

ます。本市においても、同様に増加してき

ておりまして、昨年、平成２８年度の取り

扱い件数は、５年前と比較いたしますと２ 

．３倍となってきております。この対応と

いたしまして、本市では、平成２６年度に

は家庭児童相談室に専門職として保健師

を配置、平成２７年度には、非常勤職員の

社会福祉士を１名配置、また平成２９年度

からは、虐待防止機能を本庁のほうに移設

をいたしまして、関係各課との円滑な連携

をさらに図るとともに、心理相談発達業務

から虐待防止業務のほうに非常勤職員１

名をシフトするなど体制整備に努めてい

るところでございます。ただ、今年度も通

告件数を見ますと、上半期で前年度比、約

１．２倍と伸びてきておりますことから、

さらなる体制整備も検討を行い、児童虐待

の予防、早期の発見・対応に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、生涯学習

課に係ります２回目の質問のご答弁をさ

せていただきます。 

 まず、社会教育委員の社会教育関係団体

の内訳についてでございますが、社会教育

関係団体といたしまして、こども会育成連

絡協議会、ＰＴＡ協議会、地域女性団体協

議会、体育協会、文化連盟、音楽連盟、国

際交流協会からそれぞれ１名ずつ７名の

委員を選出していただいております。 

 続きまして、こどもフェスティバルにお
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ける仮設の橋の設置について、いつからか

ということですけれども、これにつきまし

ては、平成２４年度から実施しております。

それまでは大正川右岸でのみフェスティ

バルを実施しておりましたが、出店ブース

の増加及び来場者の増加に伴いまして、会

場スペースが手狭なことから対岸を利用

することとさせていただきました。これに

よりまして、１万人以上の来場者となり非

常ににぎわいのあるイベントとなってお

ります。 

 続きまして、成人祭で摂津市に在住され

ていて、他市に転出された方の出席につい

てでございますが、大体年間１５件ほどこ

ういったお問い合わせがあります。過去、

摂津市の中学校を卒業したけれども、成人

祭に出られるのかといったご質問のお電

話をいただきます。それにつきましては、

本市におきまして、住民票あり、なしに関

係なく、摂津市にゆかりのある方について

は、ご出席いただいて結構ですという形で

お答えをさせていただいております。 

 続きまして、生涯学習フェスティバル器

具借上料の件でございますが、借上料につ

きましては、毎年２０万円を計上させてい

ただいておりまして、椅子、テーブル、テ

ント、発電機等のレンタルと設置について

行っておりますが、生涯学習フェスティバ

ルの次の日に非常に大雨が降ったときが

ありまして、大正川が増水したときに、灯

籠流しをしている桟橋が流されまして、灯

籠流しの実施が困難であるということを

実行委員会のほうに申し上げましたとこ

ろ、レンタルのうち、テーブル、椅子につ

いては、自前で運ぶ、もしくは無料で調達

し、自前で運ぶからその分を桟橋の購入費

用に充てたいというお申し出がありまし

て、平成２７年につきましては、一時的に

レンタル費用を半額の１０万円ほどに下

げまして、その分を桟橋の購入費用に充て

たと。翌年からは、また通常どおりの２０

万円のレンタル費用に戻しているという

ことでございます。 

 続きまして、公民館運営審議会委員のメ

ンバー構成でございますが、同じく社会教

育関係団体といたしまして、ＰＴＡ協議会、

摂津市こども会育成連絡協議会、摂津市地

域女性団体協議会、摂津市文化連盟、ガー

ルスカウト大阪府第１１９団、摂津市音楽

連盟、以上の６団体から各１名ずつ委員を

選出していただいております。 

 続きまして、文化財保護審議会委員の明

和池公園設置の明和池遺跡説明板につき

まして、いつ審議したかということでござ

いますが、こちら平成２６年に３回開催さ

せていただきまして、内容について審議し

ていただいております。 

 あわせて淀川と神崎川の分岐点の説明

板につきまして、劣化しておりましたため、

再度設置することとなりましたが、その際

に内容の再度見直しもあわせて行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわります２回目のご質問にお答

え申し上げます。 

 まず、国際理解教育推進事業の英語指導

助手派遣業務委託料における５名の英語

指導助手派遣でございますが、中学校１名

ではなく、小学校にも派遣しておりますこ

とから、各中学校区に１名ずつの派遣でご

ざいます。 

 続きまして、学校部活動等助成事業にお

ける中学校部活動助成金の上限額を設け

ているかということでございますが、設け
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ておりまして、３０万円という額を設定し

ております。 

 なお、部活動という名称でございますが、

１５年前までは中学校には部活動とクラ

ブ活動の両方がございまして、その後いろ

んな経緯を経まして、クラブ活動というの

がなくなりまして、現在、部活動として取

り組みを進めているところでございます。

ちなみに小学校にはクラブ活動がござい

ます。違いがございますので、部活動とク

ラブ活動が違うということをここで申し

添えさせていただきたいと思います。 

 それから、教育指導研修事業における自

転車交通安全教室の開催の件でございま

すが、平成２６年度より３年間かけて５校

ある中学校で１回ずつ開催するという計

画でございました。平成２６年度、平成２

７年度に２校ずつ開催しましたので、平成

２８年度は、残り１校の開催となりました。 

 続きまして、学校読書活動推進事業の読

書サポーターが休みの際の対応について

でございますが、本来、サポーターは教員

のサポートを行うという形で配置してお

りますことから、図書の授業は担当教員が

読書指導を行っておりますし、休み時間の

図書の貸し出し等につきましては、図書担

当教員や図書委員会等が担当しておりま

すので、問題なく活動を進めることができ

ておるところでございます。 

 続きまして、スクールソーシャルワーカ

ー等活用事業のスクールソーシャルワー

カーの人数の件でございますが、平成２７

年度２名を雇用しておりまして、平成２８

年度は１名増員しての３名体制といたし

ました。 

 次に、学力向上推進事業における学力定

着度調査委託料の実施学年でございます

が、学力定着度調査は２年生から６年生ま

で、学習状況等を把握する質問紙調査は１

年生から６年生まで実施をしているとこ

ろでございます。 

 次に、いじめ問題防止対策推進事業のい

じめ問題防止対策委員会の件でございま

すが、重大事案を受けて、特別に開催する

ことは、これまでございませんでした。 

 続きまして、防災教育推進事業における

視察の内容の詳細でございますが、視察い

たしました小木中学校では、生徒の自己有

用感を高めることを目的に、地域の方、自

治会、それから消防や自衛隊等にも一緒に

取り組みを進めようというような働きか

けを行ったり、また防災かるたというもの

を作成して、幼児等と一緒に活動したり、

防災体操というものを学生とともにつく

り上げて、地域の方に教えるなど地域を巻

き込んだ取り組みを熱心に行っておられ

る学校でございました。 

 最後に小学校教育用コンピューター事

業及び中学校教育用コンピューター事業

の小学校器具費及び中学校器具費の中の

器具等を入れた変化といいますか、効果に

つきまして、小学校ではタブレット型パソ

コンを使い、例えば体育の時間の器械運動

で、器械運動の様子を子どもたち同士で動

画で撮影して、それを後ほど自分たちで振

り返りながら動きを確認するような学習

を行ったり、中学校では関数のグラフ等を

デジタルで作成して見やすいような作図

の方法を指導したり、天体の様子を図や動

画等で示しながら、わかりやすい授業づく

りに努めております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわります２回目のご質問に

お答えいたします。 
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 まず、決算概要８８ページの民間保育所

等入所承諾事業の中で、教育・保育給付費

負担金が増加した要因といたしまして、お

答えしました新たに開園した小規模保育

事業所につきましては、千里丘三島線の産

業道路踏切の北側にございますこどもな

ーと摂津保育園でございます。 

 次に、子ども・子育て支援事業の子ども・

子育て会議における委員構成のうち、子ど

もの保護者につきましては、就学前の子ど

もの保護者、それから小学生の保護者の方

を対象に、公募をいたしまして委嘱してい

るものでございます。 

 それから保育所等入所事務事業の電話

催告等業務委託の内容でございますが、平

日、昼に電話しまして、つながらない場合

は夜と、土曜日にも電話をかけているとこ

ろでございます。 

 また、コンビニ収納代行業務委託の効果

といいますか、状況でございますけれども、

平成２８年度、９４９件の利用がございま

した。 

 平成２４年度、現年分の徴収率が９８．

２％、平成２８年度、現年分の徴収率が９

９．１％ということでございまして、保護

者の利便性の向上、それから収納率の向上

に寄与しているものと考えております。 

 最後に、決算概要９０ページ、保育所管

理運営事業の過年度還付金についてでご

ざいます。これにかかわります質問の中で

子育て総合支援センター遊戯室の使用の

受け付けということでございますけれど

も、使用日の３か月前から受け付けしてお

ります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず、総務課の分なんで

すけれども、理科等の設備整備補助金の対

象品の内容に、算数の部分もその中に含ま

れているということで理解しました。 

 負担金の端数の分については、２５円と

いう数字が出てくるところから端数が出

てくるというふうなことで理解しており

ます。 

 最後、中学校給食事業の分については、

確認なんですけれども、平成２７年度で６，

０００円とか１万８，０００円入れられた

方が平成２８年度も使おうと思ったら使

えるけれども、結果的に使うことなく残っ

てしまったので、年度をまたいでいるので

過年度還付しかできないというふうな内

容でよろしいですかね。３００円で割り切

れない内容についても理解いたします。 

 次、子育て支援課のシステム保守委託料、

委託料というか、みんなで子育てねっとの

件でアクセス数５０件というふうなこと

なんですけれども、利用される、見られる

方ということで、アクセス数については、

５０件からそんなにふえないかもわから

ないんですけれども、月のアクセス件数を

ホームページで見ていて、１万件とか何千

件とかいっている形もありますので、なか

なかどういうようにしてというわけでも

ないんですけれども、サーバー等の改修と

かそういうようにされるときに、よりよい

みんなが見てもらいやすい形での改修と

か進めていただいて、少しでもアクセス件

数が伸びるような形につながればという

ように思いますので、要望しておきます。 

 先に家庭児童相談室の分での話ですけ

れども、年々の件数というのは、正直ふえ

るか、ふえないかというのはわからないと

思いますけれども、今、参事のほうから説

明ありましたように、ある程度ふえるのが

おさまっていくというより、伸びていくと

いうふうな、先ほども１．２倍ぐらいとか
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いうふうな話もありましたし、ある程度そ

ういうように出てくるであろうという想

定内でやっぱり体制づくり、職員の配置の

問題についてもしていっていただきたい

というように思っていますので、要望させ

ていただきます。 

 ひとり親家庭の１１月から１０月の分

については、理解しました。 

 子育て支援課は以上です。 

 生涯学習課の社会教育委員については、

こども会育成連絡協議会以外に、ＰＴＡ協

議会ほか、体育協会とか文化連盟とか入れ

て計７名というようなことで理解しまし

た。 

 こどもフェスティバル事業の仮設の橋

については、平成２４年度まで右岸のみで

というふうな話であったと思うんですけ

れども、ああ、そうやったんかなというふ

うな感じに思っているんですけれども、今、

人数もふえてきているというふうなこと

もあって、左岸も入れて渡れるような形で

されているというようなことで、これはい

いことだというように思いますので、理解

をいたしました。 

 成人祭の開催事業につきましてですけ

れども、どれぐらい市外に住んでいて、１

５件ぐらいあるというふうなことだと思

うんですけれども、別に断る理由はないと

思いますので、これから例年何人の方が連

絡とかされるかどうかわかりませんけれ

ども、引き続きそういった形でお願いして

おきます。 

 生涯学習フェスティバルについて、平成

２７年度は無償で借りていたけども、平成

２８年度から戻ったため、またふえたとい

うふうな内容で理解いたしました。 

 あと公民館運営事業の社会教育関係者

としても、先ほど、説明のあったように団

体から６名というふうなことで理解いた

しております。 

 文化財保護事業は平成２６年度に３回

行われたというような内容についても理

解いたしました。 

 以上です。 

 学校教育課についてですけども、英語指

導助手については中学校でなくて中学校

区に１名ずつというふうな内容であると

いうことですね。理解いたしました。 

 部活動の助成金については、上限３０万

円を設けていると。中学校では部活動、小

学校では、クラブ活動というようなことで

理解いたしました。 

 教育指導研修事業の委託料についても

平成２６年から平成２８年度の３年間で

２校、２校、１校の５校されたというよう

なことですね。 

 学校図書活動推進事業の内容について

も、休まれてもちゃんと問題なくやってい

るということで理解しています。 

 スクールソーシャルワーカー等の事業

については、平成２７年度２名であって平

成２８年度は３名の１名増員でというこ

とですね。 

 防災のことについては、地域を巻き込ん

だ形で自治会とか自衛隊とか消防あたり

としっかり形でやっているというふうな

ことを含めた形での答弁で理解いたしま

した。 

 器具費のことについては、動画撮影など

で使えるようにやっておられるというよ

うなことで理解しました。 

学力定着度調査委託料については国語

と算数の学力定着度については２年生か

ら６年生まで、学習状況等を把握する諮問

調査については、こちらは１年生から６年

生までというふうなことで、理解いたしま
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した。 

 最後にこども教育課の分についてです

けども、教育保育給付費の負担金１億円ふ

えていて小規模保育事業がどこかという

ふうなことで、こどもなーと摂津保育園の

ところは小規模保育事業所としてふえた

ということですね。 

 子ども・子育て支援事業の保護者につい

ては、就学前の保護者と小学生の保護者を

対象に、公募し委嘱されたということで理

解しています。 

 コンビニ収納の部分については、電話催

告されている方については平日、昼だけに

問わず夜と土曜日にもやっていると。徴収

率については、平成２４年度からの部分で

見ても９８％、９９％というふうなことで

ちゃんとやっている効果があるというふ

うな形で理解しました。 

 最後に、過年度還付金の分については、

３月に申請して６月の分を受け付けして

というようになって、今、キャンセルが出

た場合については過年度還付が出てくる

可能性もあるので、それについてはもうや

むを得ないのかなと理解しております。 

 以上で、終わります。 

○水谷毅委員長 ほかに質問はあります

か。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは質問を始めさ

せていただきます。ページごとで聞かせて

いただければと思っております。 

 決算概要の１３６ページ、新入学用品支

給事業なんですけども、これは一体、何を

指されるのか、多分、ランドセルとかだと

思うんですけども、具体的な内容を教えて

いただきたいです。 

 それと昨年度に平成２７年度から比べ

て約１００万円近く上がっているんです

けども、単純に入学者数がふえたからなの

かどうかということを教えていただきた

いです。 

 その２個下、一般事務事業の一番上の報

償金６，９００円とありますが、こちらは

昨年度にはなかった分になりますけども、

これも一体、どういったものを指すのか教

えていただければと思います。 

 次、１３８ページに行きまして、子育て

支援課の車両管理事業なんですけども、自

動車重量税２万４，６００円が決算額では

計上されていますけども、これは昨年度、

重量税自体が存在しなかったと思うんで

すけども、ことしになって出てきたのは購

入されたのか何なのかということを教え

ていただきたいです。 

 その結構下です。こども教育課の車両管

理事業、これは項目自体が昨年度自体はな

かったと思うんですけども、重量税がない

のでこれはリースか何かなんですか。それ

はどこに入っているのかもあわせて教え

ていただけたらありがたいです。 

 あと、どういった理由でここが、またほ

かのところに組み込まれていたのか、それ

を別に出しただけなのかも教えていただ

ければありがたいです。 

 この車両についてなんですけども、全体

的な話になってくるんですけども、軽自動

車であったり小型自動車であったりいろ

いろな自動車があるんですけども、重量税

がかかっていない分がリースだと仮定し

た場合なんですけども、２点、聞かせても

らいます。 

 リースの場合と車を購入する場合、どう

いう判断で分けていらっしゃるのかとい

うこと。 

 また、その軽自動車、小型自動車、いろ

いろな自動車があるんですけど、選ぶ判断
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理由を文教上下水道常任委員会所管の範

囲内でお答えいただければと思います。 

 次、とびまして１４２ページ、学校教育

課の先ほど、楢村委員からもご質問があっ

たと思うんですけど、学習プリント活用補

助員賃金、こちらの事務報告書の３５４ペ

ージ、小学校における児童の学習プリント

の採点、集計などを行うというように内容

としては書いていただいているんですけ

ど、これは通常の授業中の話なのか、例え

ば、放課後とか補修的な形でやられている

のか。また、先ほど、人員を最近、ふやし

ていく予定でふえたという話がありまし

たけども、今後もふやしていくのか、それ

ともほかの小学校には必要とされていな

い。これで十分なのかということをお答え

いただきたいです。 

 項目で一般事務事業、同じところの学校

教育課の一般事務事業の消耗品費なんで

すけども、これは大体、どのようなものな

のかということ。 

 その１つ下、教育課程研究事業の消耗品

費、事項のところに教育課程の研究に必要

な図書等の購入というように書かれては

いるんですけども、教職員の方が買われる

図書は別に予算があると思いますので、一

体、どのような書籍を毎年、買われている

のかなと、具体的にもし名前がわかったり、

研究に必要なものだとは思うんですけど

も、そういうのを教えていただければと思

います。 

 次、１４４ページ、学校教育課の教職員

人権問題研修事業におきまして、毎年、予

算を割かれていると思うんですけども、同

じく事務報告書の３５５ページ、少し参加

人数が昨年度に比べて減っていると思う

んですけども、これを受けられる方、教職

員の方はどういった方が対象になってい

るのか。また、１回受けたらそれっきりな

のか、個別で自主的に参加されているのか、

何か枠組みがあって規定のもとに参加さ

れているのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 次、１４６ページです。小学校給食に関

する事項で、事務報告書の３０５ページに

延べ人数の食べられた小学校の方が８万

８，４０６人ですかね、給食を食べられた

というように書かれていますけども、これ

を全体の費用対効果、延べ１人当たり要っ

た費用が一体、幾らかかっているのか教え

ていただきたい。教職員の方が食べられて

いるのもあると思いますので、それを入れ

た場合といれなかった場合で教えていた

だきたいです。 

 それに加えて１５２ページの一番上、中

学校給食の事業、これも同じく１人当たり

のかかる給食費は１食当たり、幾らかかっ

ているのか。 

 特に、この中学校に関しては、３分の１

近くが教職員の方が食べられていると思

うんですけども、これも含めた数と、本来

は子どものためにある制度だと思います

ので、含めた数と別の数。教職員の方を入

れた数と入れなかった数で単価を教えて

いただきたいです。 

 先ほどの車両管理事業の皆様にお聞き

したいということなんですけども、もし、

現状、わからなければ、委員長、資料か何

かでいただけたらありがたいと思ってい

ます。 

 １回目は以上でございます。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、三好委員から

のご質問にお答えいたします。 

 決算概要の１３６ページ、新入学用品支
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給事業についてのご質問でございますが、

こちらにつきましては、小学校新１年生に

対しましてランドセルを支給させていた

だいている事業となっております。 

 昨年度から１００万円ほど上がってい

るがどうなのかということのご質問でご

ざいますが、ランドセルの単価が平成２７

年度で申しますと１個当たり３，４２５円

で製造していただいておりました。この事

業は昭和４９年から実施させていただい

ているものでございますが、長年このラン

ドセルの製造を請け負っていただいてお

りました共同組合が解散されまして新た

な業者に引き継がれたということで、いろ

いろ材料費の高騰であるとかいろいろな

要因がございますけれども、その分で単価

が平成２８年度で申しますと４，７５０円

に上がったというようなことでございま

す。 

 また、同じ１３６ページ、一般事務事業

の報償金についてのご質問でございます。

６，９００円でございますけれども、こち

らにつきましては千里丘小学校の給食調

理業務の委託業者をプロポーザルによる

選定で行いましたが、その際に財務諸表の

提出を求めまして、その財務諸表を税理士

の方に見ていただき、分析・評価いただい

て、その業者の経営状況は問題ないという

ようなお答えをいただきました。その際に、

税理士の方にお支払いした報償金６，９０

０円でございます。 

 続きまして、１４６ページの小学校の給

食費につきましては、この後、また答弁さ

せていただきます。 

 先に１５２ページの中学校の給食事業

にかかります１食当たりの単価のご質問

でございます。こちらにつきましては、賄

材料費として３００円、これは利用者の給

食費の負担分になります。それプラス調理

業務の委託料といたしまして１食当たり

２９０円、税込みで３１３円の費用がかか

っております。教職員の方も同様に食べて

いただいておりまして、教職員の方も生徒

と同じ３００円で食べていただいている

ということで、１食当たりの単価で申しま

すと６１３円の費用がかかっておるとい

うことでございます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 １３８ページの

車両管理事業の自動車重量税でございま

す。 

 こちらのほうは車のトン数に応じて税

金というのが変わってくるものでござい

まして、購入時、車検時に発生してくるも

のでございます。今、何年かたっておりま

して、２年に１回、車検を受けております

ので、自動車重量税がかかってくる状況で

ございます。 

 それと、車両のことでお答えできる範囲

でお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、リースをするか購入をするかの判

断材料としては、通常、購入というのが基

本になってまいりますが、今まででしたら

電気自動車でありますとかそういうもの

を一度、リースのような形でしている形も

ありますけども、現状ではやはりそのとき

の財政状況でありますとか、リースにしま

すとやはりリース料率というのが上乗せ

になってきますので、その辺のことを考え

て基本は車両の場合、購入ということにな

っていることが多くなっております。 

 それと、車の車種ですけども、軽自動車、

普通車、トラックなど、さまざまございま

す。摂津市内、細い道が多いので、やはり

小型車が中心かなとは思うんですけども、

イベントをする課でありますとかそうい



- 50 - 

 

うところになりますと、やはりトラック系

とか土木の課でしたら同じくトラックの

購入であるとか、その課の業務であったり

その辺も含めて車種の選考というのはし

ておるところであったと思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課にかかわりますご質問にお答えい

たします。 

 決算概要の１３８ページ、車両管理事業

についてでございます。 

 こちらにつきましては、平成２７年度、

事業がなかったということでございまし

たけれども、目間の移動がございまして、

事業としては従前より実施しているもの

でございます。 

 重量税につきましては平成２７年度に

車検を実施しておりますが、平成２８年度

はなかったということでございます。 

 それから、リースか購入かということと

か車種の件につきましては、先ほどの子育

て支援課長からの答弁と同じでございま

す。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 学校教育課にかか

わりますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、学習プリント等採点補助員の活用

の状況でございますが、こちらは教材のデ

ータベースにより作成いたしましたプリ

ントを朝の学習の時間ですとか宿題等で

活用し、その丸つけを行うための人材でご

ざいます。それらを配置した学校におきま

して学習時間の向上ですとか学習意欲の

部分の変化等を見てまいりまして、一定の

効果等も上がってきたところではござい

ますが、今年度の実施状況も鑑み、次年度

以降は慎重に判断しなければならないと

考えているところです。 

 内容につきましては、学習の意欲の部分

にもっと効果的なかかわりを持たせるよ

うなことができないのかどうか、そういっ

たことも鑑みながら総合的に判断してよ

りよいものをまた検討していければと考

えているところでございます。 

 ２つ目の一般事務事業にかかわる消耗

品の内容でございますが、子どもたちのさ

まざまな状況等を知るためにマークシー

トを最近、活用を多くしております。その

ための費用が主なものでございます。 

 それから、教育課程にかかわります消耗

品でございますが、こちらは教育法規等が

その都度、変わっていくようなこともござ

いますので、教育法規の便覧、またその他、

学校マネジメントに係る資料、それから教

職の研究等が取りまとめられた資料など

を事務局内で購入し、教職員の研修等に活

用しているところでございます。 

 続きまして、教職員の人権問題研修事業

でございます。 

 対象者は主に各校の人権教育担当者を

集めての研修でございまして、毎年、テー

マが変わることから、一度、受けたから終

わりというような形ではなく、その都度の

人権教育担当者に出席を求め、各校に帰っ

てから各校でその内容を周知していくと

いうようなことでございます。人数等の増

減に関しましては、各校１名プラス学校の

ほうで希望する者がいれば追加して出席

することができるということから、その都

度、人数に違うが出ているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 小学校給食の１食当た
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りの経費についてのご質問でございます

けれども、平成２８年度で申しますと１食

当たり平均で５５０円、経費としてかかっ

ているということでございます。 

 この中には賄材料費以外の分も入って

おります。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 １３６ページ、新入学用

品支給事業について単価が上がった件に

つきましてはわかりました。 

 だから先ほど、「引き継がれた」という

ような言い方をされましたけれども、これ

は特に競争などなくそのまま事業を言っ

たとおりにそのまま業者を引き継がれた

のかどうか。それとも入札制など、新たな

形でやられたのか、そこのところをもう一

度、教えていただきたいです。 

 報償金については、税理士を雇われたと

いうことでわかりました。一般事務事業で

すね。 

 車両管理事業について、多分、保険に関

しては歳出のところで載っていたので、多

分、それのことなのかとは思ってはいるん

ですけども、それはどこに計上されている

のかというところを教えていただきたい

です。 

 先ほど、聞き忘れていたんですけど、電

動自転車も結構、買われたり使われたりし

ていますけど、これも先ほどと変わらない

かもしれないんですけども、変わるに至っ

た、使うに至った理由を教えていただけれ

ばと思っております。 

 僕が聞き忘れたかもしれないんですけ

ど、１４２ページの教育課程研究事業の消

耗品についてというのは、僕が聞き忘れて

いるんですかね。 

 教職員人権問題研修事業についても、そ

の項目によって皆さんが自由参加されて

いるということで理解できました。ありが

とうございます。 

 小学校の給食費なんですけども、僕が単

純計算で賄材料費を引いた額をこの決算

額から引いて延べ人数で割ると、とても５

５６円にはならないと僕は思ったんです

けど、実際、食べられた方々で割ると、こ

こについてもっと安くなるというように

僕は思ったんですけど、そこがもう一度、

再確認で教えていただきたい。単純に引い

たら引いた額を述べ、食べられた数で割っ

ただけですけども、ですので給食費は引い

ているわけですよね。いただいた給食費等

は引いて、単純にかかっている予算、１人

当たりに対して予算が幾らかかっている

のかというのを教えていただきたい。 

 同じく中学校給食事業に関しても、賄材

料費を引くと約２，０００万円近く残るん

ですかね。それを実際、昨年度、食べられ

た１万２，５３０人、生徒の方で割ると、

とてもじゃないですけど６１３円におさ

まるとは思えないんですけども、そこをも

う一度、教えていただけたらと思います。 

 ２回目の質問は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 まず、車両の保険

でございます。 

 こちらのほうは、車両加入のほうが防災

管財課のほうでしておる関係で、決算概要

の４８ページになるんですけども、その中

に車両管理事業がございまして、そこの保

険料、そこで一括して契約相手としまして

全国市有物件共済会に依頼をして保険の

ほうをかけている状況でございます。 

 それと、電動自転車の件だったと思いま

すけども、基本はまだ現在、電動自転車の

普及率というのが実際、多いようでまだ少
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ないというように聞いております。その中

で、やはり仕事の関係上、電動自転車で行

けるところ行けないところがあるのかな

と思いますけども、基本、補助金等がつい

て電動自転車の購入が可能な場合がござ

いますので、そういうときには積極的に購

入のほうをさせてもらうんですけども、基

本は普通自転車の購入というのを基本と

しておったと認識しております。 

○水谷毅委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 教育課程研究事業

につきまして、先ほど、少しわかりにくい

説明だったと思います。もう一度、お答え

させていただければと思っております。 

 教育課程研究事業につきましては、教育

課程の研究に係る必要な図書等の購入を

行っているところでございます。法規等が

変わることが多いですので教育法規便覧

ですとか学校マネジメントにかかわる資

料ですとか、それから教職員の研究等が取

りまとめられた資料等を購入し、各学校の

教員に配るのではなく教育委員会事務局

内で研究・研修のために購入し情報共有を

しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午後４時３３分 休憩） 

（午後４時３４分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 新入学用品支給事業の

ランドセルについてのご質問でございま

すが、こちらにつきましては、先ほど、申

しましたとおり共同組合が解散されまし

て、事業については新しい会社のほうが引

き継ぎをされたということで、従業員の方

も中にはその新しい会社のほうで雇用し

ていただいている方もあったとお聞きし

ております。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午後４時３５分 休憩） 

（午後４時３６分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 業者選定については、専

門的な技術を要するということもありま

して、何者か同業の業者のほうに当たらせ

てはいただいたんですけれども、なかなか

引き受けていただけるところが限られて

おったということもございまして、見積も

り等も取らせていただいた中で、新しい業

者のほうで受けていただけたということ

でございます。 

 何者かお声かけを行い、こちらから同業

のところには当たらせていただいたんで

すけども、単価も非常に高い金額を提示さ

れてこられたということもございまして、

最終的には平成２７年度からは確かに１，

０００円以上、単価としては上がっておる

んですけども、この４，７５０円で提示い

ただいた業者のほうで受けていただいた

ということではございます。 

 小学校給食の１食当たりの経費につい

てですが、給食は年間１９０回ほど実施さ

せていただいております。その中で計算い

たしますと１食当たり平均で大体約２３

０円が賄材料費としてかかっている金額

ではございますけれども、それ以外に調理

員等の人件費もかかってまいりますので、

そのような金額も含めて申しますと、先ほ

ど、申しました大体５５０円くらいの金額

が１食当たりの費用として支出している

ということではございます。 

 少し補足いたしますと小学校の給食費

につきましては賄材料費分として現在、徴

収させていただいている金額がそれぞれ
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低学年、中学年、高学年ということで金額

のほうが分かれておるんですけれども、低

学年の方で申しますと１日当たりの給食

費が２０５円、中学年の３年、４年生の方

で２１５円、高学年、５年生、６年生の方

で申しますと２２０円の日額で給食費を

負担していただいているということでご

ざいます。 

 中学校の給食費でございますけども、先

ほど、費賄材料費に相当する分としては３

００円、あと調理業務等委託料といたしま

して３１３円、１食当たり６１３円という

ことでございますけれども、それプラス中

学校給食につきましては予約システムを

入れさせていただいておりますので、そこ

に係ります委託料が年間大体１，３００万

円程度、かかっております。このシステム

委託料を１食あたりで換算しますと６０

０円くらいかかっていたと思われますの

で、大体１，２００円くらいが１食当たり

にかかっているということでございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 新入学のランドセルの

事業なんですけども、最初、聞かせていた

だいたときに、「引き継がれた」という話

を聞きましたので、そのまま少し疑問に思

って聞かせていただいたんですけども、そ

の単価を見て最安値で信頼できる業者と

いうことで選んでいただいたという認識

でよかったのかなと思います。 

 ただ、単価的には少し上がり過ぎていま

すので、今後、何十年も続けていくのであ

れば、ずっとこのまま行くのかどうかも含

めまして、単価を下げる努力をされること

を要望とします。 

 車両について、電動自転車、保険料につ

いても理解しました。 

 教育課程研究事業につきましても、詳し

く教えていただきましてありがとうござ

いました。理解できました。 

 小学校給食と中学校給食はなぜ２つと

も聞かせていただいたかというと、比較を

したかったから聞かせていただいたんで

す。 

 正直、僕が計算したのとは少し相違があ

るんですけども、今おっしゃっていただい

たので倍以上、費用がかかっているという

ことで、何も中学校の給食をやめろという

わけではないんですけども、僕自身も中学

校の食育という意味では賛成ですので、す

ごい重要なことだとは思うんですけども、

正直、１，２００円あれば結構なご飯が食

べられますので、それを給食という形にし

ているので３００円くらいのお弁当にで

き上がっているとは思うんですけども、実

際、食べられるものより４倍以上の費用が

かかっているということを考えていくと、

少し見直しというか必要ではないのかな

あと僕自身、考えておりますので、今後、

そういうところも議論というかもう一度、

熟考、考えていけるようにと、皆さんにも

考えていただきますように、僕自身も考え

ますし要望として質問を終わらせていた

だきます。 

○水谷毅委員長 本日の委員会は、この程

度にとどめ、散会します。 

（午後４時４４分 散会） 
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